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１ 教育・研究上の目的 

学際的な医科学教育を通して、生命科学の発展と医学・医療の高度化に対応した生命倫理に関す

る十分な見識を持ち、科学技術に偏向することのない高度な研究能力と学識を備えるとともに、社

会に視野を向け貢献することのできる人間性豊かな研究者及び臨床医を養成し、併せて個性的な研

究を推進、結実させ、未来を創る活力を持った大学院として医学の進歩と国民の健康の増進に寄与

することを目的としている。 

 

２ 基本的事項 

１）単位の基準 

講義、演習は１５時間をもって、実習、実験実習は３０時間をもって１単位としています。 

 

２）学期 

 前期は４月１日から９月３０日まで 

後期は１０月１日から３月３１日まで 

 

３）授業時間  

１時限 ８時４５分～１０時１５分 

２時限 １０時３０分～１２時００分 

３時限 １３時００分～１４時３０分 

４時限 １４時４５分～１６時１５分 

５時限 １６時３０分～１８時００分 

６時限 １８時１５分～１９時４５分 

７時限 ２０時００分～２１時３０分 

（修士課程の一部授業は時間帯が違うものがあります。） 

 

３ 教育方法 

授業科目の授業並びに指導教員が研究課題の研究指導及び学位論文の作成指導を行います。 

なお、外国人留学生には英語による特別コースが置かれています。 

 

４ 修了要件（修得すべき授業科目と単位数等） 

１）修士課程 
 修士課程の修了要件は、大学院に２年以上在学し、３２単位以上を修得し、かつ、必要な研究指 
導を受けた上、修士論文についての審査及び最終試験に合格することとなっています。 
  
 
 
 

 
２年次から研究に集中できるよう、１年次の間に修了要件を満たすよう心掛けてください。 
なお、履修する授業科目の選択にあたっては、予め指導教員の指導を受けなければなりません。 

 

 

専攻名 単位数 

医科学専攻 
必修科目 選択科目 計 
２４単位 ８単位以上 ３２単位以上 
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２）博士課程 
 博士課程の修了要件は、大学院に４年以上在学し、３０単位以上を修得し、かつ必要な研究指導 
を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとなっています。 
  
 
 
 
 

２年次から研究に集中できるよう、１年次の間に修了要件を満たすよう心掛けてください。 
なお、履修する授業科目の選択にあたっては、予め指導教員の指導を受けなければなりません。 
また、non-MD（医師以外）の学生は、選択科目の中の「臨床医科学概論」を履修しなければな

らないので、注意してください。 

 

   （注意事項）上記の履修に当たっては、全専攻系共通カリキュラム科目、各専攻系間共通カリ

キュラム科目のうち選択科目の４単位（本学医学研究科修士課程修了者でない学生は、必ず「生

命倫理概論」を履修してください）並びに先端医学特論２単位を修得し、かつ、指導教員の担

当する統合コアセミナー（教育クラスターによる指導を受ける者はクラスターコアセミナー）

２単位、専門科目（必修６単位並びに講義２単位、演習４単位及び実験実習・臨床研究実習１

０単位）の合計３０単位以上を修得してください。 

 

３）がん専門医師養成コース 

博士課程には、がん医療に携わる専門医師養成コースがあり、授業科目・単位数（修了要件）は

別に定めています。該当学生には別途「大学院臨床腫瘍学教育課程履修手帳（Ａ５版冊子）」を配

付します。それに記載のとおり、それぞれの専門医資格取得に係る授業科目を履修し、単位を修得

してください。 

 

 ４）期間短縮修了 

  本研究科が優れた研究業績を上げたと認めた者については、修業年限を短縮して修了させること 

があります。優れた研究業績の認定基準等詳細については、第一教務係にお問い合わせください。 

 

５ 研究指導計画書・報告書の提出 

  入学者においては、指導教員が示した研究指導における計画に従って研究を進めてください。そ

の上で、各年次の終了時に教務システムから研究指導の報告をしてください。 

https://www.tokushima-u.ac.jp/med/related_info/daigakuin/ 

    

６ 研究倫理等に関する教育訓練の受講 

  入学者においては、 研究倫理についての APRIN eラーニングプログラムにより、研究倫理教育

を受講しなければなりません。また、遺伝子組み合え実験、動物実験、放射性同位元素等を使用す

る実験、ヒト臨床研究（ヒトゲノム、疫学研究を含む）などに従事する場合は、必要な教育訓練を

受講しなければなりません。指導教員の指示に従い、適切な教育訓練を受講してください。 

   https://www.tokushima-u.ac.jp/med/related_info/daigakuin/ 

 

７ 研究指導におけるチェックリストの作成及び提出 

  研究活動の厳格化に基づき、研究活動におけるチェックリストの作成及び提出が義務づけられて

います。毎年、原則１０月１日を基準に作成（秋入学者については、４月１日を基準日とする）し、

学位申請時まで保管の上、学位申請時に他の書類と一緒に提出してください。  

https://www.tokushima-u.ac.jp/med/related_info/daigakuin/ 

 

専攻名 単位数 

医学専攻 
必修科目 選択科目 計 
６単位 ２４単位以上 ３０単位以上 
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８ 学位の授与 

  徳島大学大学院医科学研究科修士課程を修了した者には「修士（医科学）」の学位を、博士課程を

修了した者には「博士（医学）」の学位を授与します。 

   

９ 授業科目の履修登録 

授業を履修し、単位を修得するためには履修登録の手続を行う必要があります。履修科目の決定

は、関係規則等及び授業時間割をよく確認のうえ、指導教員の指導の下で行ってください。 

 

 １）修士課程の登録 

   修了要件に必要な科目（必修・選択）を、授業時間割を見ながらＷｅｂにより履修登録してく

ださい。専門科目の課題探求演習と特別研究は履修登録の必要はありません。 

 

 ２）博士課程の登録 

   修了要件に必要な科目（必修・選択）を、授業時間割を見ながらＷｅｂにより履修登録してく

ださい。統合コアセミナー、専門科目（課題研究演習、講義、演習、実験実習・臨床研究実習）

は履修登録の必要はありません。 

   なお、「先端医学特論」（選択必修科目）も履修登録の必要はありません。通常授業又は「大学

院特別講義」に１５回以上出席し、その都度、別紙「受講票」に担当教員の押印又はサインをも

らってください。１５回以上受講した後は、第一教務係へ受講票を提出してください。 

 

（注）博士課程の学生で、がん専門医師養成に係る科目を履修しようとする者は、全科目履修登

録の必要はありません。 

 

 ３）授業時間割及び授業日程 

   授業時間割及び詳細日程表は以下のサイトに掲載されています。変更があった場合、随時更新

されますので、適宜確認してください。 

 

  「徳島大学医学部・大学院」→「学内関連情報」→「大学院生向け」 

    https://www.tokushima-u.ac.jp/med/related_info/daigakuin/ 

     

 ４）履修登録の確認 

   ｗｅｂでの履修登録後は「確認画面」で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

１０ 医学研究科授業概要「シラバス」 

  徳島大学のホームページから、「学部大学院等」を選択し、次に「医学研究科」をクリックすれ

ば、「シラバス」がありますので御覧ください。 
 

 

■ｗｅｂ登録・履修確認等アクセス先 

 こちらのサイト「各種サービス － 統合認証ポータル」からアクセスしてください。 

 https://www.ait.tokushima-u.ac.jp/service/list/ 

   学生用教務事務システムからログイン 

※履修登録は２４時間可能です。 

 

■ユーザーＩＤ 学生番号１２３４５６７８９０の場合 

    １２３４５６７８９０ → ｃ１２３４５６７８９  
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「シラバスのホームページ」 
https://eweb.stud.tokushima-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/ 

 

11 試験・評価 

１）試験の受験資格 

出席回数が２／３以上あることが条件となります。 

 

２）本試験  

試験の実施日時その他必要な事項は、予め告示します。レポート提出で試験に読み替えている

のがほとんどです。 

 

３）成績評価 

各授業科目の試験又は研究報告の成績は、優れた順に、ＳＡＢＣＤの５段階評価とし、ＳＡＢ

Ｃは合格、Ｄは、不合格としています。なお、成績の確認は、学生用教務事務システムの成績照

会か、学務課事務室の外に設置されている証明書自動発行機で行ってください。 

 

４）追試験（病気その他の理由で本試験を受験出来なかった人対象） 

次の学期末に追試験を受けることができます。担当教員と相談して試験日を設定してください。 

 

５）再試験（本試験で不合格となった人対象） 

授業担当教員と相談して試験日を設定してください。 

 

６）カンニング等不正行為に対する措置 

懲戒処分の対象となります。 

 

 ７）成績評価等に関する申し立て 

   成績評価等について疑義がある場合、担当教員に申し出てください。 

 

12 進級要件 

平成１６年４月１日施行の「医科学教育部における進級の申合せ」により、１学年における休学

期間が６ヶ月を超える者については進級を認めない。６ヶ月以内の休学は進級を認めるが、在学期

間中一回限りとしています。 

 

13 長期履修制度 

  職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履

修し課程を修了することを希望する場合は、所定の手続きを経て、計画的な履修を許可することが

できます。 

  年度途中での許可はできません。手続き時期等詳細については、第一教務係にお問い合わせくだ

さい。 

 

14 その他 

１）授業の欠席手続き  

授業を欠席する際は予め、担当授業教員に連絡してください。 

 

２）気象警報等が発表された場合の授業の休講措置  

本学では、徳島台風等により、昼間開講の授業については午前７時に、夜間の授業については

午後４時に「暴風警報」、「大雨警報」、「大雪警報」、「洪水警報」又は特別警報（波浪特別警報を

除く。）が徳島県徳島市に発表中である場合は、授業の休講措置を取っています。 
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３）他の大学院、外国の大学院での授業科目の履修 

学則第９条及び第２７条の規定に基づき、所定の願書を本研究科長に提出して許可を受け、「派

遣学生」として修得した単位の認定は、相手方の成績証明書等により本研究科が行います。 

 
４）社会人学生の皆様への受講に係る配慮 
■修士課程 
ア）学部の授業を受講する「ヒューマンサイエンス（病理病態学）」は必要に応じて夏季・冬

季休業中や夜間にも開講します。 
 

イ）「生命倫理概論」、「臨床心理学」、「社会医学・疫学・医学統計概論」、「英語論文作

成法」、「宇宙と栄養・医学概論」、「生命科学の研究手法」、「臨床医学概論」、「医療

系分野における知的財産学概論」の８科目は、e-learningで受講することも出来ます。 
 

■博士課程 
ア）「生命倫理概論」、「臨床心理学」、「社会医学・疫学・医学統計概論」、「英語論文作

成法」、「生命科学の研究手法」、「臨床医科学概論」、「医療系分野における知的財産学

概論」の７科目は、e-learningで受講することも出来ます。 
 
 
 
 

学生生活等について 
 

１ 休学、復学、退学等について 

  休学、復学、退学等を希望する学生は、就学上いろいろな問題が生じることがあるので事前に、

必ず各自の指導教員とよく相談して助言指導を受けてください。 

  その上で、所定の願出用紙に必要事項を記入・押印し、希望日の１ヶ月以上前までに第一教務係

に提出してください。 

  なお、退学しようとする日の属する学期の授業料について全額が必要となります。授業料未納の

ままでは退学出来ません。未納のままであると、学則第２８条により「除籍」となります。 

 

 １）休学 

  ａ）疾病その他一身上の都合により２ヶ月以上就学できないときは、医師の診断書（疾病）また

は詳細な理由書を添えて学長に願い出て、その許可を受けて休学することができます。 

  ｂ）休学は、１年を超えることはできません。ただし、特別な理由がある者には更にひき続き１

年以内の休学を許可することがあります。 

  ｃ）休学期間は通算して修士課程は２年、博士課程は４年を超えることはできません。 

  ｄ）休学期間は在学期間に算入しません。 

 

 休学を許可された者の授業料について、次の措置がとられます。 

  ア）休学の願出が許可された日が３月、４月、９月または１０月の場合は、休学期間に応じた月

割計算による授業料が免除されます。 

  イ）休学願が受理された日が、ア）以外の月である場合には、受理日が属する期の授業料は全額

徴収されます。 

  ウ）納付済み（収納済み）の授業料は返還されません。 
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 ２）復学 

  休学期間中にその理由が消滅した時は、学長の許可を得て復学することができます。ただし、休

学の理由が疾病による場合は医師の診断書を要します。 

  なお、休学期間満了の場合も「復学願」を提出してください。 

 

 ３）退学 

  退学しようとする時は、退学願に詳細な理由書を添えて提出し、学長の許可を得なければなりま

せん。 

  退学しようとする者は、退学を許可された日の属する期の授業料は徴収されます。 

 

 ４）改姓（名）及び旧姓使用 

  改姓（名）があれば、直ちに所定の届出用紙を提出してください。また、旧姓を使用したい場合は、

別途、所定の届出用紙を提出してください。なお、この場合において、学位記及び学位授与証明書に学

学籍簿と異なる表記を希望する場合も所定の届け出用紙を提出してください。旧姓使用を中止する場合

も所定の届け出用紙を提出してください。 
 

２ 除籍 

 次の各項目の一に該当した場合は、教授会の議を経て学長が除籍します。 

 1.入学料の免除を不許可とされた者または半額免除を許可された者であって、納付すべき入学料を

学長が指定する期日までに納付しない者 

 2.正当な理由がなく授業料の納付を怠り、催告しても納付しない者 

 3.学則に定める在学期間を超えた者 

 4.学則に定める休学期間を超えた者 

 5.疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者 

 
３ 所属分野の変更について 

  何らかの理由で、所属する分野の変更を希望する場合は、第一教務係にお問い合わせください。 

 
４ 海外渡航について 

  渡航目的を問わず、海外に渡航する場合は、「海外渡航届」を提出してください。 

 

５ 学生教育研究災害障害保険 

 大学の教育研究活動中等に不慮の災害事故により身体に障害を被った場合、事故の日時、場所、

状況、障害の程度を、事故通知はがき（学生係にあります）により保険会社へ届け出てください。 

  事故の日から３０日以内に届け出のない場合は、保険金が支払われない場合がありますので注意

してください。 

 

６ 学生金庫 

  学生で、学資金の逼迫している者または緊急の出資を必要とする者に対して一次援助するために

行う貸付金の制度です。詳細については、学生係へ相談してください。 

 

７ 学生相談室における相談体制 

  徳島大学には、学生相談室が設けられており、学業や進路の悩み事、経済的な悩み事、人間関係

上の悩み事など、学生のさまざまな相談に各学部の複数の教員（学生相談員、人権問題相談員、学

内カウンセラー、法律アドバイザー）また、学外カウンセラーが対応しています。 

  

８ 各種証明書の発行      

学務課事務室の外に設置されている証明書自動発行機で出力してください。（学生証が必要です。） 
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英文証明書等の自動発行機で発行できない証明書は、余裕をもって第一教務係に発行依頼してく

ださい。 

 

 

 

 

 以下の関係規則等は別紙のとおり 

 

１ 徳島大学大学院学則 

２ 徳島大学大学院医学研究科規則 

３ 徳島大学大学院医学研究科における授業科目の履修方法等に関する細則 

４ 徳島大学大学院医学研究科における長期にわたる教育課程の履修に関する規則 

５ 徳島大学学位規則 

６ 徳島大学大学院医学研究科学位規則実施細則 

                      

 

◆授業・成績評価に関する申合せ 

◆レポート盗用等の禁止に関する申合せ 

◆学生からの成績評価等に関する申し立てに対する対応についての申合せ 

◆徳島大学大学院医学研究科医科学専攻（修士課程）学位論文審査基準 

◆徳島大学大学院医学研究科医学専攻（博士課程）学位論文審査基準 

◆カリキュラムマップ 

◆研究指導計画書・報告書 

◆研究指導におけるチェックリスト 

◆「海外渡航届」様式 
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○徳島大学大学院学則 

昭和５０年６月２０日 

規則第４９５号制定 

第１章 目的 

（目的） 

第１条 徳島大学大学院（以下「大学院」という。）は、徳島大学（以下「本学」という。）の

目的使命に則り、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、もって文化の進展に寄

与する有為な人材を養成することを目的とする。 

２ 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的につ

いて、研究科の規則で定め、公表するものとする。 

第２章 組織 

（課程） 

第２条 大学院の課程は、修士課程及び博士課程とする。 

２ 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度

に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこと

を目的とする。 

３ 修士課程及び第４条の２第２項に規定する前期２年の博士課程は、広い視野に立って精深な

学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力

を養うことを目的とする。 

（研究科） 

第３条 大学院に次項の表の左欄に掲げる研究科を置き、それぞれの研究科に同表の中欄に掲げ

る専攻を置く。 

２ 研究科ごとの課程の別は、次の表の右欄に掲げるとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 

創成科学研究科 地域創成専攻 博士前期課程 

臨床心理学専攻 博士前期課程 

理工学専攻 博士前期課程 

生物資源学専攻 博士前期課程 

創成科学専攻 博士後期課程 

医学研究科 医科学専攻 修士課程 

医学専攻 博士課程 

口腔科学研究科 口腔保健学専攻 博士（前期・後期）課程 

口腔科学専攻 博士課程 

9 / 121



薬学研究科 創薬科学専攻 博士（後期）課程 

薬学専攻 博士課程 

医科栄養学研究科 医科栄養学専攻 博士（前期・後期）課程 

保健科学研究科 保健学専攻 博士（前期・後期）課程 

３ 研究科に置く講座については、別に定める。 

第３章 標準修業年限、在学期間及び収容定員等 

（標準修業年限） 

第４条 修士課程の標準修業年限は、２年とする。 

第４条の２ 博士課程（医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻を除

く。）の標準修業年限は、５年とする。 

２ 前項の博士課程は、これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年

の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として

取り扱うものとする。 

第４条の３ 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程の標

準修業年限は、４年とする。 

（在学期間） 

第５条 在学期間は、標準修業年限の２倍を超えることができない。 

（収容定員等） 

第６条 研究科の入学定員及び収容定員は、次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 修士課程又は博士前

期課程 

博士課程又は博士後

期課程 

合計収容定

員 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

創成科学研究

科 

地域創成専攻 １６ ３２   ３２ 

臨床心理学専攻 １２ ２４   ２４ 

理工学専攻 ３０８ ６１６   ６１６ 

生物資源学専攻 ３９ ７８   ７８ 

創成科学専攻   ４７ １４１ １４１ 

計 ３７５ ７５０ ４７ １４１ ８９１ 

医学研究科 医科学専攻 １０ ２０     ２０ 

医学専攻     ５１ ２０４ ２０４ 

計 １０ ２０ ５１ ２０４ ２２４ 

口腔科学研究

科 

口腔保健学専攻 ５ １０ ２ ６ １６ 

口腔科学専攻     １８ ７２ ７２ 
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計 ５ １０ ２０ ７８ ８８ 

薬学研究科 創薬科学専攻   １０ ３０ ３０ 

薬学専攻     ４ １６ １６ 

計   １４ ４６ ４６ 

医科栄養学研

究科 

医科栄養学専攻 ２２ ４４ ９ ２７ ７１ 

保健科学研究

科 

保健学専攻 ２７ ５４ ５ １５ ６９ 

合計 ４３９ ８７８ １４６ ５１１ １，３８９ 

第４章 教育課程 

（教育課程の編成方針） 

第６条の２ 大学院は、修了の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施に関する方針に基

づき、必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修

得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮する

ものとする。 

（教育方法） 

第７条 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

（教育方法の特例） 

第７条の２ 研究科において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定

の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができ

る。 

２ 研究科に、外国人留学生のための英語による特別コースを置くことができる。 

（履修方法等） 

第８条 研究科における授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修方

法は、研究科の規則の定めるところによる。 

（一の授業科目について２以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準） 

第８条の２ 研究科が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち２以上

の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、徳島

大学学則第３０条第２項各号に規定する基準を考慮して、研究科が定める時間の授業をもって

１単位とする。 

（成績評価基準等の明示等） 
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第８条の３ 研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業及

び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び

厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にし

たがって適切に行うものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第８条の４ 大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び

研究を実施するものとする。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第９条 大学院が教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生は、学長の許

可を得て、当該大学院の授業科目を履修することができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、１５単位を超えない範囲で、

大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 大学院が教育上有益と認めるときは、他の大学院等との協議に基づき、学生は、学長の許可

を得て、当該他の大学院等において必要な研究指導を受けることができる。 

４ 他の大学院の授業科目を履修することのできる期間及び他の大学院等で研究指導を受けるこ

とのできる期間は、次のとおりとする。 

(1) 履修の期間及び研究指導の期間を含め、１年以内とする。ただし、博士後期課程（医学研

究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程を含む。）の学生で

特別な理由がある場合は、当該他の大学院等との協議に基づき、更に１年を限り延長するこ

とができる。 

(2) 博士後期課程（医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士

課程を含む。）の学生の履修の期間及び研究指導の期間は、それぞれを通算して２年を超え

ることができない。 

５ 他の大学院で授業科目を履修した期間及び他の大学院等で研究指導を受けた期間は、大学院

の在学期間に算入する。 

６ 学生は、他の大学院で授業科目を履修し、又は他の大学院等で研究指導を受けている間にお

いても、本学に正規の授業料を納付しなければならない。 

７ 前各項に定めるもののほか、他の大学院での授業科目の履修に関する事項及び他の大学院等

での研究指導に関する事項について必要な事項は、別に定める。 

８ 第１項、第２項及び前項の規定は、学生が、外国の大学院が行う通信教育における授業科目

を我が国において履修する場合について準用する。 

（休学中の外国の大学院における学修） 

第９条の２ 大学院が教育上有益と認めるときは、前条の規定にかかわらず、学生が休学期間中
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に、外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、大学院における授業科

目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第２項（同条第８項、第２７条第２項

及び第２７条の２第２項において準用する場合を含む。）の規定により大学院において修得し

たものとみなす単位数と合わせて１５単位を超えないものとする。 

３ 本条に定めるもののほか、休学中の外国の大学院における学修について必要な事項は、別に

定める。 

（入学前の既修得単位の認定等） 

第９条の３ 大学院が教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院、他の大

学院、外国の大学院（これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。）又は国際連合大学本

部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和５１年法律第７２号）

第１条第２項に規定する１９７２年１２月１１日の国際連合総会決議に基づき設立された国際

連合大学（以下「国際連合大学」という。）において履修した授業科目について修得した単位

（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、大学院に入学した後の大学院における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、再入学等の場合を除き、１

５単位を超えないものとし、第９条第２項（同条第８項、第２７条第２項及び第２７条の２第

２項において準用する場合を含む。）及び前条第１項の規定により大学院において修得したも

のとみなす単位数と合わせて２０単位を超えないものとする。 

３ 大学院に入学する前に修得した単位（第１８条の規定により入学資格を有した後、修得した

ものに限る。）を大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により

大学院の修士課程又は博士課程（博士後期課程を除く。）の教育課程の一部を履修したと認め

るときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で大学院

が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程に

ついては、当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

４ 前項の規定は、修士課程を修了した者の第１２条第１項及び第２項に規定する博士課程にお

ける在学期間（同条第１項及び第２項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程

における在学期間を除く。）については、適用しない。 

５ 本条に定めるもののほか、入学前の既修得単位の認定について必要な事項は、別に定める。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第９条の４ 学生が職業を有している等の事情により、第４条、第４条の２及び第４条の３に規

定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了するこ

とを希望する旨を申し出たときは、当該各研究科又は創成科学研究科各専攻の教授会（以下「研

究科等教授会」という。）の議を経て、学長は、その計画的な履修を許可することができる。 
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２ 前項に規定するもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は、研究科長が

別に定める。 

（外国の大学との国際共同学位プログラム等） 

第９条の５ 外国の大学との国際共同学位プログラム等を開設する場合の修業年限、単位数及び

履修方法その他必要な事項は、別に定める。 

（単位の認定） 

第１０条 授業科目を履修した者には、試験又は研究報告に基づき、所定の単位を与える。 

２ 各授業科目の単位の認定は、学期末又は学年末に行うものとする。 

第５章 課程の修了要件、学位の授与及び教員の免許状 

（修士課程及び博士前期課程の修了要件） 

第１１条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は、当該課程に２年以上在学し、３０単位以上

で研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に

応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとす

る。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた業績を上げたと認める者については、

当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

（博士前期課程の取扱い） 

第１１条の２ 第４条の２第２項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士前期課程

の修了要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条に規定

する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代え

て、次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎

的素養であって当該博士前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程に

おいて修得すべきものについての審査 

（博士課程及び博士後期課程の修了要件） 

第１２条 修士課程及び博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了要件は、当該課程に３

年以上在学し、研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士

論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が

優れた研究業績を上げたと認める者については、当該課程に１年以上在学すれば足りるものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１１条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博

士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了要件は、当該課程に修士課程又は博士前期課程

における在学期間に３年を加えた期間以上在学し、研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在
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学期間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該課程に

３年（修士課程又は博士前期課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとす

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５６

条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位（学位規則（昭和

２８年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。第１８条第２項において同

じ。）を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、

博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、当該課程に３年（専門職大学院設置基

準（平成１５年文部科学省令第１６号）第１８条第１項の法科大学院の課程を修了した者にあ

っては、２年）以上在学し、研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、

当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該課程に１年（標準修業年限

が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、３年から当該１年以上２年未

満の期間を減じた期間）以上在学すれば足りるものとする。 

４ 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程の修了要件は、

当該課程に４年以上在学し、３０単位以上で研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期

間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該課程に３年

以上在学すれば足りるものとする。 

（論文の審査） 

第１３条 修士論文及び博士論文の審査については、別に定める。 

（最終試験） 

第１４条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、修士論文又は博士論文の審査に合格した者

について行う。 

２ 前項に定めるもののほか、最終試験に関し必要な事項は、別に定める。 

（課程修了による学位の授与） 

第１５条 修士課程又は博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。 

２ 博士課程を修了した者には、博士の学位を授与する。 

３ 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 

（論文提出による学位の授与） 

第１６条 前条第２項に定めるもののほか、別に定めるところにより、博士論文を提出した者に

ついて博士の学位を授与することができる。 

（教員の免許状） 

第１６条の２ 大学院の学生に教員の免許状授与の所要資格を取得させることのできる教員の免
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許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。 

研究科名 専攻名 教員の免許状の種類 免許教科 

創成科学研究科 理工学専攻 中学校教諭専修免許状 数学、理科 

高等学校教諭専修免許状 数学、理科 

保健科学研究科 保健学専攻 養護教諭専修免許状  

第６章 入学、休学、退学、再入学、転学、転研究科、転専攻及び留学 

（入学の時期） 

第１７条 入学の時期は、毎学年の初めとする。ただし、研究科において必要があると認めると

きは、後期の初めにおいても、学生を入学させることができる。 

（入学資格） 

第１８条 修士課程又は博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者

とする。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条第１項に定める大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の

課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして

文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修

了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士

の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 学校教育法施行規則第１５５条第１項第６号の規定に基づき、文部科学大臣が指定した者 

(8) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者 

(9) 大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程を修了し、本学

の定める単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 
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(10) 大学院において、個別の入学資格審査により、第１号に規定する者と同等以上の学力が

あると認めた者で、２２歳に達したもの 

２ 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専

門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し、修

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学

院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１６条の２に規定する試験及び審査に相当す

るものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 学校教育法施行規則第１５６条第６号の規定に基づき、文部科学大臣が指定した者 

(8) 大学院において、個別の入学資格審査により、第１号に規定する者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、２４歳に達したもの 

３ 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程に入学するこ

とのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 学校教育法第８３条第１項に定める大学の医学、歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣

医学を履修する課程を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者（医学、歯学又は獣

医学を履修した者に限る。） 

(3) 外国において、学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医

学）を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学）を修了

した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１８年の

課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有

するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科

学大臣が指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして
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文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が５年以上である課程を修

了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士

の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 学校教育法施行規則第１５５条第１項第６号の規定に基づき、文部科学大臣が指定した者 

(8) 大学（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学し、又は外

国において学校教育における１６年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を

含むものに限る。）を修了し、本学の定める単位を優れた成績をもって修得したものと認め

た者 

(9) 大学院において、個別の入学資格審査により、第１号に規定する者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、２４歳に達したもの 

（入学の出願） 

第１９条 大学院に入学を志願する者（以下「入学志願者」という。）は、入学願書に検定料及

び別に定める書類を添えて願い出なければならない。ただし、検定料の納付について別に定め

がある場合は、その定めるところによる。 

（入学者選考） 

第２０条 入学志願者については、選抜試験を行い、研究科等教授会の議を経て、学長が合格者

を決定する。 

（入学手続） 

第２１条 合格者は、所定の期日に入学料を納付し、別に定める手続をしなければならない。た

だし、入学料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。 

（入学許可） 

第２２条 学長は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を許可する。 

（休学） 

第２３条 疾病その他の理由により、２月以上就学できないときは、学生は、学長の許可を得て、

休学することができる。 

２ 疾病のため就学が不適当と認められた者には、学長は、休学を命ずることができる。 

３ 休学は、引き続き１年を超えることができない。ただし、特別の理由がある者には、更に引

き続き１年以内の休学を許可することがある。 

４ 休学期間は、通じて修士課程及び博士前期課程にあっては２年、博士後期課程にあっては３

年、医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程にあっては

４年を超えることができない。 

５ 休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。 
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６ 休学期間は、第５条の在学期間に算入しない。 

（退学） 

第２４条 疾病その他の理由により退学しようとする者は、退学願を学長に提出し、その許可を

受けなければならない。 

（再入学） 

第２５条 学長は、大学院を退学した者又は除籍となった者で再入学を願い出たときは、これを

許可することがある。 

２ 第２０条及び第２１条の規定は、前項の入学を許可する場合に準用する。 

（転学） 

第２６条 学生が、他の大学院に転学しようとするときは、転学願を学長に提出し、その許可を

受けなければならない。 

２ 他の大学院又は外国の大学院若しくは国際連合大学（以下「外国の大学院等」という。）か

ら大学院の同種の研究科に転学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、学長は、

これを許可することがある。 

３ 第２０条及び第２１条の規定は、前項の入学を許可する場合に準用する。 

（転研究科） 

第２６条の２ 学生が、所属の研究科以外の研究科に転研究科を願い出たときは、学長は、当該

研究科等教授会の議を経て許可することがある。 

２ 本条に定めるもののほか、転研究科に関する事項については、研究科の規則で定める。 

（転専攻） 

第２６条の３ 学生が、所属の研究科内の専攻と異なる当該研究科の専攻に転専攻を願い出たと

きは、学長は、当該研究科等教授会の議を経て許可することがある。 

２ 本条に定めるもののほか、転専攻に関する事項については、研究科の規則で定める。 

（留学） 

第２７条 大学院が教育上有益と認めるときは、外国の大学院との協議に基づき、学生は、学長

の許可を得て、当該大学院に留学することができる。 

２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の留学の場合に準用する。 

３ 本条に定めるもののほか、留学に関する事項については、研究科の規則で定める。 

（国際連合大学における授業科目の履修等） 

第２７条の２ 大学院が教育上有益と認めるときは、国際連合大学との協議に基づき、学生は、

学長の許可を得て、国際連合大学の授業科目を履修することができる。 

２ 第９条第２項及び第４項から第６項までの規定は、国際連合大学の教育課程における授業科

目を履修する場合に準用する。 

第７章 検定料、入学料及び授業料 
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（検定料、入学料及び授業料） 

第２８条 検定料、入学料及び授業料の額、徴収方法等は、この規則に定めるもののほか、別に

定めるところによる。 

（授業料の納付） 

第２９条 授業料は、年度を前期及び後期の２期に区分し、前期にあっては５月、後期にあって

は１１月にそれぞれ年額の２分の１に相当する額を納付しなければならない。ただし、授業料

の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、学生の申し出があったときは、前期に係る授業料を徴収するとき

に、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

３ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第１項の規定にかかわらず、入

学を許可される者の申し出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。 

（既納の検定料等） 

第３０条 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる授業料相当額については、当該授業料を納付した者の

申し出により、これを返還するものとする。 

(1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が入学年度の前年度の３月３１日までに入学

を辞退した場合における当該授業料相当額 

(2) 前期分授業料徴収の際に後期分授業料を併せて納付した者が後期の徴収の時期前に休学

又は退学した場合における後期分授業料相当額 

（検定料の免除） 

第３０条の２ 大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が特に認めた

場合には、検定料を免除することができる。 

（入学料の免除） 

第３０条の３ 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者そ

の他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、入学料を免除することがで

きる。 

（入学料の徴収猶予） 

第３０条の４ 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と

認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、入学料の徴

収を猶予することができる。 

（授業料の免除） 

第３０条の５ 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者そ

の他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、授業料を免除することがで

きる。 
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２ 授業料の納付期限の属する月の初日までに休学を開始する場合で、休学が当該納付期限の属

する月の前月末までに許可されたときは、月割計算により休学した月の翌月（休学した日が月

の初日に当たるときは、その月）から復学した月の前月までの月数分の授業料の全額を免除す

ることができる。 

（授業料の徴収猶予） 

第３０条の６ 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と

認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、授業料の徴

収を猶予し、又は月割分納を許可することができる。 

（細則） 

第３０条の７ 第３０条及び第３０条の３から前条までの規定によるもののほか、入学料及び授

業料の返還、免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。 

第８章 教員組織 

（教員組織） 

第３１条 大学院に研究部を置く。 

２ 研究部については、別に定める。 

３ 大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、研究部その他の組織に所属する本学の教授、

准教授、講師及び助教とする。 

第９章 運営組織 

（教授会） 

第３２条 大学院の管理運営のため、各研究部並びに各研究科及び創成科学研究科各専攻に教授

会を置く。 

２ 前項の教授会については、別に定める。 

（研究部長及び研究科長） 

第３２条の２ 各研究部に研究部長を、各研究科に研究科長を置く。 

２ 研究科長は、研究科等教授会の構成員である教授をもって充てる。 

第１０章 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生、研究生及び外国人留学生 

（特別聴講学生） 

第３３条 学長は、他の大学院又は外国の大学院等に在学中の学生で、大学院の授業科目の履修

を希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、当該研究科等教授会において選考

の上、特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。 

（特別研究学生） 

第３３条の２ 学長は、他の大学院又は外国の大学院等に在学中の学生で、大学院において研究

指導を受けることを希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、当該研究科等教
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授会において選考の上、特別研究学生として入学を許可することがある。 

２ 特別研究学生について必要な事項は、別に定める。 

（科目等履修生） 

第３４条 学長は、大学院の学生以外の者で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者がある

ときは、当該研究科等教授会において選考の上、科目等履修生として入学を許可することがあ

る。 

２ 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。 

（研究生） 

第３４条の２ 学長は、本学において特定の事項について研究しようとする者があるときは、授

業及び研究に妨げのない場合に限り、当該研究科等教授会（教授会を置かない施設にあっては、

当該施設の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等）において選考の上、研究生として

入学を許可することがある。 

２ 研究生について必要な事項は、別に定める。 

（大学院の学生に関する規定の準用） 

第３４条の３ 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生については、別段の定め

がある場合を除き、大学院の学生に関する規定を準用する。 

（外国人留学生） 

第３５条 学長は、外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、大学院に入学を志

願する者があるときは、学生の学修に支障のない場合に限り、当該研究科等教授会において選

考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

第１１章 雑則 

（学則の準用） 

第３６条 この学則に定めるもののほか、大学院の学生に関し必要な事項は、徳島大学学則を準

用する。 

附 則 

この規則は、昭和５０年６月２０日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５１年４月１６日規則第５２１号改正） 

この規則は、昭和５１年４月１６日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５２年３月１８日規則第５４９号改正） 

この規則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年４月２２日規則第５５３号改正） 

１ この規則は、昭和５２年４月２２日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。 

２ 昭和５２年度の入学に係る聴講生の検定料の額及び昭和５２年度に入学を許可する聴講生の
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入学料の額は、改正後の第３４条の２第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和５３年１月２０日規則第５７１号改正） 

この規則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年４月１日規則第５９０号改正） 

１ この規則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

２ 昭和５３年３月３１日以後引続き在学している聴講生（在学期間が延長された場合で、当該

延長期間の始期が昭和５３年４月１日以後のものを除く。）の授業料の額は、改正後の第３４

条の２第１項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、従前の額とする。 

附 則（昭和５３年５月１２日規則第５９４号改正） 

この規則は、昭和５３年５月１２日から施行する。 

附 則（昭和５４年２月１６日規則第６０２号改正） 

１ この規則は、昭和５４年２月１６日から施行する。 

２ この規則施行の際に現に医学研究科に在学する者の修業年限、他の大学の大学院における授

業科目の履修及び博士課程の修了要件については、改正後の第４条第４項、第９条第２項及び

第１２条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和５４年４月１日規則第６１１号改正） 

１ この規則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

２ 昭和５４年度中に入学する聴講生の検定料の額は、第３４条の２第１項の改正規定にかかわ

らず、改正前の規定を適用する。 

附 則（昭和５５年４月１８日規則第６５４号改正） 

この規則は、昭和５５年４月１８日から施行し、昭和５５年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５６年４月１日規則第６８８号改正） 

１ この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

２ 昭和５６年度の入学に係る聴講生の検定料の額は、改正後の第３４条の２第１項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和５７年４月１日規則第７１７号改正） 

この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年４月１日規則第７４４号改正） 

１ この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

２ 昭和５８年度の入学に係る聴講生の検定料の額は、改正後の第３４条の２第１項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和５９年４月１日規則第７７６号改正） 

１ この規則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

２ 昭和５９年度において入学した聴講生の同年度の授業料の額は、改正後の第３４条の２第１
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項の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。ただし、単位の修得に前期及び後期を

通じての履修を必要とする授業科目に係る聴講生の１単位に相当する授業についての授業料の

額は、前期の１単位に相当する授業料についての授業料の額の２分の１に相当する額と、後期

の１単位に相当する授業についての授業料の額の２分の１に相当する額と合わせた額とする。 

区分 前期（４月１日から９月３０日まで） 後期（１０月１日から翌年の３月３１日ま

で） 

聴講生 １単位に相当する授業について ６，０００

円 

１単位に相当する授業について ７，００

０円 

附 則（昭和６０年４月１日規則第８００号改正） 

１ この規則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

２ 昭和６０年度の入学に係る聴講生の検定料の額及び昭和６０年度に入学を許可する聴講生の

入学料の額は、改正後の第３４条の２第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和６１年４月１８日規則第８２４号改正） 

この規則は、昭和６１年４月１８日から施行し、昭和６１年４月１日から適用する。 

附 則（昭和６２年１月１６日規則第８４６号改正） 

１ この規則は、昭和６２年１月１６日から施行する。 

２ 改正後の第３４条の２第１項の規定は、昭和６２年度以後に在学する聴講生から適用する。

ただし、昭和６２年３月３１日以後引き続き在学する聴講生（在学期間が延長された場合で、

当該延長期間の始期が昭和６２年４月１日以後のものを除く。）の授業料の額は、当該在学期

間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 

附 則（昭和６２年４月１日規則第８６１号改正） 

１ この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

２ 薬学研究科の薬学専攻及び製薬化学専攻は、改正後の第３条第２項及び第６条の規定にかか

わらず、昭和６２年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの

間、存続するものとする。 

３ 改正後の第６条の表に掲げる薬学研究科の項及び合計の項の総定員は、同表の規定にかかわ

らず、昭和６２年度及び昭和６３年度は、次の表のとおりとする。 

研究科

名 

専攻名 昭和６２年度 昭和６３年度 

修士課程 博士課程又

は博士後期

課程 

合計総定員 修士課程 博士課程又

は博士後期

課程 

合計総定員 

総定員 総定員 総定員 総定員 

薬学研 薬品科学専２６ ６ ３２ ５２ １２ ６４ 
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究科 攻 

合計 ２０２ ３２３ ５２５ ２２８ ３２９ ５５７ 

附 則（昭和６２年９月１８日規則第８９３号改正） 

１ この規則は、昭和６２年９月１８日から施行する。 

２ 昭和６２年度内の入学に係る聴講生の検定料及び入学料の額は、改正後の第３４条の２第１

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成元年３月１７日規則第９２５号改正） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年４月２０日規則第９７９号改正） 

この規則は、平成２年４月２０日から施行し、平成２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２年６月２２日規則第９８８号改正） 

この規則は、平成２年６月２２日から施行する。 

附 則（平成２年１２月２１日規則第９９７号改正） 

この規則は、平成２年１２月２１日から施行する。 

附 則（平成３年３月１５日規則第１００２号改正） 

１ この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

２ 工学研究科修士課程の土木工学専攻、建設工学専攻、機械工学専攻、精密機械工学専攻、応

用化学専攻、化学工学専攻、電気工学専攻、電子工学専攻及び情報工学専攻は、改正後の第３

条第２項及び第６条の規定にかかわらず、平成３年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該

専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 前項の規定により存続する専攻に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

４ 改正後の第６条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかか

わらず、平成３年度及び平成４年度は、次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成３年度 平成４年度 

博士前期課

程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

収容定員 収容定員 収容定員 

工学研究科 建設工学専攻 １６   １６   ３２ 

機械工学専攻 １６   １６   ３２ 

化学応用工学

専攻 

１６   １６   ３２ 
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電気電子工学

専攻 

１６   １６   ３２ 

知能情報工学

専攻 

１０   １０   ２０ 

物質工学専攻   ６ ６ １２ １２ 

生産開発工学

専攻 

  ５ ５ １０ １０ 

システム工学

専攻 

  ６ ６ １２ １２ 

計 ７４ １７ ９１ ３４ １８２ 

合計 １５４ ３５２ ５０６ ３６９ ５９７ 

附 則（平成３年４月１９日規則第１０２１号改正） 

１ この規則は、平成３年４月１９日から施行する。ただし、第１６条の２の表の改正規定につ

いては、平成３年度入学者から適用する。 

２ 平成３年３月３１日に工学研究科に在学する者については、第１６条の２の表の改正規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成３年９月２０日規則第１０３２号改正）抄 

１ この規則は、平成３年９月２０日から施行し、平成３年７月１日から適用する。 

附 則（平成４年４月１日規則第１０５９号改正） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかか

わらず、平成４年度は、次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成４年度 

博士前期課程 博士課程又は博士

後期課程 

合計収容定員 

収容定員 収容定員 

工学研究科 建設工学専攻 ３２   ３２ 

機械工学専攻 ３２   ３２ 

化学応用工学専攻 ３２   ３２ 

電気電子工学専攻 ３２   ３２ 

知能情報工学専攻 ２０   ２０ 

生物工学専攻 ８   ８ 

物質工学専攻   １２ １２ 
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生産開発工学専攻   １０ １０ 

システム工学専攻   １２ １２ 

計 １５６ ３４ １９０ 

合計 ２３６ ３６９ ６０５ 

附 則（平成６年２月１８日規則第１１１９号改正） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年４月１日規則第１１３３号改正） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の表に掲げる人間・自然環境研究科の項及び合計の項の収容定員は、同表の

規定にかかわらず、平成６年度は、次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成６年度 

修士課程又は博士前期

課程 

合計収容定員 

収容定員 

人間・自然環境研究科 人間環境専攻 １０ １０ 

自然環境専攻 １５ １５ 

計 ２５ ２５ 

合計 ２６９ ６５５ 

附 則（平成６年９月１６日規則第１１５８号改正） 

この規則は、平成６年９月１６日から施行し、平成６年８月１０日から適用する。 

附 則（平成７年３月１７日規則第１１８１号改正） 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかか

わらず、平成７年度は、次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成７年度 

博士前期課程 博士課程又は博士

後期課程 

合計収容定員 

収容定員 収容定員 

工学研究科 建設工学専攻 ３７   ３７ 

機械工学専攻 ４３   ４３ 

化学応用工学専攻 ３４   ３４ 

電気電子工学専攻 ４３   ４３ 

知能情報工学専攻 ２３   ２３ 
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生物工学専攻 １７   １７ 

物質工学専攻   １８ １８ 

生産開発工学専攻   １５ １５ 

システム工学専攻   １８ １８ 

計 １９７ ５１ ２４８ 

合計 ３２７ ３８６ ７１３ 

附 則（平成７年７月２１日規則第１２０２号改正） 

この規則は、平成７年７月２１日から施行し、平成７年７月１日から適用する。 

附 則（平成８年２月１６日規則第１２０６号改正） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年４月１日規則第１２１１号改正） 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の表に掲げる薬学研究科の項及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表

の規定にかかわらず、平成８年度から平成１１年度までは、次の表のとおりとする。 

研究

科名 

専攻名 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 

修士

課程

又は

博士

前期

課程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計

収容

定員 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計

収容

定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

収容定

員 

収容定

員 

薬学

研究

科 

薬品科学専

攻 

４６ ６ １８ ６４ ６ １８ ５８ １５ ５５ １２ ５２ 

医療薬学専

攻 

１８ ０ ０ １８ ０ ０ ３６ ８ ４４ １６ ５２ 

計 ６４ ６ １８ ８ ２６ １８ ９４ ２３ ９９ ２８ １０４ 

合計 ３７

２ 

１０

４ 

３８

６ 

７５

８ 

１０

４ 

３８

６ 

７７

０ 

３９１ ７７５ ３９６ ７８０ 

附 則（平成９年４月１日規則第１２５５号改正） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表
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の規定にかかわらず、平成９年度から平成１２年度までは、次の表のとおりとする。 

研究

科名 

専攻名 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 

修士

課程

又は

博士

前期

課程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計

収容

定員 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計

収容

定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

収容定

員 

収容定

員 

工学

研究

科 

建設工学専

攻 

４０     ４０     ３８   ３８   ３８ 

機械工学専

攻 

５２     ５２     ５０   ５０   ５０ 

化学応用工

学専攻 

３６     ３６     ３６   ３６   ３６ 

電気電子工

学専攻 

５４     ５４     ５４   ５４   ５４ 

知能情報工

学専攻 

２６     ２６     ２６   ２６   ２６ 

生物工学専

攻 

１８     １８     １８   １８   １８ 

物質工学専

攻 

  ６ １８ １８ ６ １８ １８ １７ １７ １６ １６ 

生産開発工

学専攻 

  ５ １５ １５ ５ １５ １５ １４ １４ １３ １３ 

システム工

学専攻 

  ６ １８ １８ ６ １８ １８ １８ １８ １８ １８ 

エコシステ

ム工学専攻 

３０ ０ ０ ３０ ０ ０ ６０ １３ ７３ ２６ ８６ 

計 ２５

６ 

１７ ５１ ３０

７ 

１７ ５１ ３３

３ 

６２ ３４４ ７３ ３５５ 

合計 ４１ １０ ３８ ７９ １０ ３９ ８２ ４０７ ８４３ ４２３ ８５９ 
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０ ４ ６ ６ ９ １ ７ 

附 則（平成１０年３月１３日規則第１３１３号改正） 

１ この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表

の規定にかかわらず、平成１０年度から平成１２年度までは、次の表のとおりとする。 

研究

科名 

専攻名 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 

修士課

程又は

博士前

期課程 

博士課程又は博士

後期課程 

合計収容

定員 

博士課程又は博

士後期課程 

合計収

容定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

収容定

員 

入学定員 収容定員 入学定

員 

収容定

員 

収容定

員 

工学

研究

科 

建設工学専

攻 

３８     ３８     ３８   ３８ 

機械工学専

攻 

５０     ５０     ５０   ５０ 

化学応用工

学専攻 

３６     ３６     ３６   ３６ 

電気電子工

学専攻 

５４     ５４     ５４   ５４ 

知能情報工

学専攻 

２６     ２６     ２６   ２６ 

生物工学専

攻 

１８     １８     １８   １８ 

光応用工学

専攻 

１５     １５     ３０   ３０ 

物質工学専

攻 

  ６ １８ １８ ５ １７ １７ １６ １６ 

生産開発工

学専攻 

  ５ １５ １５ ４ １４ １４ １３ １３ 

システム工

学専攻 

  ６ １８ １８ ６ １８ １８ １８ １８ 

エコシステ６０ ０ ０ ６０ １３ １３ ７３ ２６ ８６ 
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ム工学専攻 

計 ２９７ １７ ５１ ３４８ ２８ ６２ ３７４ ７３ ３８５ 

合計 ４５１ １０９ ３９１ ８４２ １２０ ４０７ ８７３ ４２３ ８８９ 

附 則（平成１１年３月１７日規則第１３９５号改正） 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の表に掲げる工学研究科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわら

ず、平成１１年度及び平成１２年度は、次のとおりとする。 

研究科

名 

専攻名 平成１１年度 平成１２年度 

修士課程又

は博士前期

課程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

修士課程又

は博士前期

課程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

工学研

究科 

建設工学専

攻 

４９   ４９ ６０   ６０ 

機械工学専

攻 

６４   ６４ ７８   ７８ 

化学応用工

学専攻 

４５   ４５ ５４   ５４ 

電気電子工

学専攻 

６９   ６９ ８４   ８４ 

知能情報工

学専攻 

４０   ４０ ５４   ５４ 

生物工学専

攻 

３０   ３０ ４２   ４２ 

光応用工学

専攻 

３０   ３０ ３０   ３０ 

物質工学専

攻 

  １７ １７   １６ １６ 

生産開発工

学専攻 

  １４ １４   １３ １３ 

システム工

学専攻 

  １８ １８   １８ １８ 

エコシステ ６０ １３ ７３ ６０ ２６ ８６ 
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ム工学専攻 

計 ３８７ ６２ ４４９ ４６２ ７３ ５３５ 

合計 ５４１ ４０７ ９４８ ６１６ ４２３ １，０３９ 

附 則（平成１１年７月２３日規則第１４３７号改正） 

この規則は、平成１１年７月２３日から施行する。 

附 則（平成１１年９月２４日規則第１４４３号改正） 

この規則は、平成１１年９月２４日から施行し、平成１１年８月３１日から適用する。 

附 則（平成１２年３月１７日規則第１４６８号改正） 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 工学研究科博士後期課程の物質工学専攻、生産開発工学専攻及びシステム工学専攻は、改正

後の第３条第２項及び第６条の規定にかかわらず、平成１２年３月３１日に当該専攻に在学す

る者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 改正後の第６条の表に掲げる工学研究科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわら

ず、平成１２年度及び平成１３年度は、次のとおりとする。 

研究科

名 

専攻名 平成１２年度 平成１３年度 

修士課程又

は博士前期

課程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

修士課程又

は博士前期

課程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

工学研

究科 

建設工学専

攻 

６０   ６０ ６０   ６０ 

機械工学専

攻 

７８   ７８ ７８   ７８ 

化学応用工

学専攻 

５４   ５４ ５４   ５４ 

電気電子工

学専攻 

８４   ８４ ８４   ８４ 

知能情報工

学専攻 

５４   ５４ ５４   ５４ 

生物工学専

攻 

４２   ４２ ４２   ４２ 

光応用工学

専攻 

３０   ３０ ３０   ３０ 
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物質材料工

学専攻 

  ６ ６   １２ １２ 

マクロ制御

工学専攻 

  ６ ６   １２ １２ 

機能システ

ム工学専攻 

  ６ ６   １２ １２ 

情報システ

ム工学専攻 

  ６ ６   １２ １２ 

エコシステ

ム工学専攻 

６０ ２６ ８６ ６０ ３９ ９９ 

計 ４６２ ５０ ５１２ ４６２ ８７ ５４９ 

合計 ６１６ ４００ １，０１６ ６１６ ４３７ １，０５３ 

附 則（平成１３年１月５日規則第１５８９号改正） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年４月２０日規則第１６３６号改正） 

この規則は、平成１３年４月２０日から施行する。 

附 則（平成１３年６月２２日規則第１６５２号改正） 

この規則は、平成１３年６月２２日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２７日規則第１７０７号改正） 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の表に掲げる医学研究科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわら

ず、平成１４年度から平成１６年度までは、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

収容定員 収容定員 収容定員 

医学研究

科 

医学専攻 ４６ ４６ ９２ ９２ １３８ １３８ 

プロテオミ

クス医科学

専攻 

１８ １８ ３６ ３６ ５４ ５４ 

計 ６４ ６４ １２８ １２８ １９２ １９２ 

合計 ３０１ ９１７ ３６５ ９８１ ４２９ １，０４５ 
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附 則（平成１５年１月２４日規則第１７４４号改正） 

この規則は、平成１５年２月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２８日規則第１７６０号改正） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の表に掲げる人間・自然環境研究科、医学研究科及び合計の項の収容定員は

同表の規定にかかわらず、平成１５年度及び平成１６年度は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成１５年度 平成１６年度 

修士課程又

は博士前期

課程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

収容定員 収容定員 収容定員 

人間・自然環

境研究科 

人間環境専攻 ２０   ２０     

自然環境専攻 ３０   ３０     

臨床心理学専攻 ９   ９     

計 ５９   ５９     

医学研究科 医科学専攻 ２０   ２０     

医学専攻   ９２ ９２ １３８ １３８ 

プロテオミクス

医科学専攻 

  ３６ ３６ ５４ ５４ 

計 ２０ １２８ １４８ １９２ １９２ 

合計 ６４５ ３６５ １，０１０ ４２９ １，１０３ 

附 則（平成１５年１０月１７日規則第１８１４号改正） 

この規則は、平成１５年１０月１７日から施行し、この規則による改正後の徳島大学大学院学

則の規定は、平成１５年９月１９日から適用する。 

附 則（平成１６年２月２０日規則第１８２７号改正） 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 医学研究科、歯学研究科、栄養学研究科及び薬学研究科は、改正後の第３条第２項の規定に

かかわらず、平成１６年３月３１日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる

日までの間、存続するものとする。 

３ 改正後の第６条の表に掲げる医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、栄養生命科学

教育部及び合計の項の収容定員欄は、同表の規定にかかわらず、平成１６年度から平成１８年

度までは、次のとおりとする。 

研究科名・教育 専攻名 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 
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部名 修士課程

又は博士

前期課程 

博士課程

又は博士

後期課程 

合計収容

定員 

博士課程

又は博士

後期課程 

合計収容

定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収容

定員 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定

員 

医科学教育部 医科学専攻 ２０   ２０   ４０   ４０ 

医学専攻   ４６ ４６ ９２ ９２ １３８ １３８ 

プロテオミク

ス医科学専攻 

  １８ １８ ３６ ３６ ５４ ５４ 

計 ２０ ６４ ８４ １２８ １６８ １９２ ２３２ 

口腔科学教育

部 

口腔科学専攻   ２６ ２６ ５２ ５２ ７８ ７８ 

薬科学教育部 創薬科学専攻 ３１ １２ ４３ ２４ ８６ ３６ ９８ 

医療生命薬学

専攻 

３２ １０ ４２ ２０ ８４ ３０ ９４ 

計 ６３ ２２ ８５ ４４ １７０ ６６ １９２ 

栄養生命科学

教育部 

人間栄養科学

専攻 

２２ １２ ３４ ２４ ６８ ３６ ８０ 

合計   ６３５ ２３５ ８７０ ３５９ １，０９

９ 

４８３ １，２２

３ 

附 則（平成１６年３月１９日規則第１８３３号改正） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１月３１日規則第１２７号改正） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年５月２５日規則第１４号改正） 

この規則は、平成１７年５月２５日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則（平成１７年９月１６日規則第３４号改正） 

この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１１月１８日規則第４３号改正） 

この規則は、平成１７年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月１７日規則第６３号改正） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
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２ この規則による改正前の工学研究科の各専攻は、改正後の第６条の表にかかわらず、平成１

８年３月３１日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続する

ものとする。 

３ 前項の規定により存続する工学研究科の学生については、改正後の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

４ この規則による改正後の第６条の表に掲げる保健科学教育部、先端技術科学教育部及び合計

の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず平成１８年度及び平成１９年度は、次のとおりと

する。 

研究科名・教育

部名 

専攻名 平成１８年度 平成１９年度 

修士課程

又は博士

前期課程 

博士課程

又は博士

後期課程 

合計収容

定員 

修士課程

又は博士

前期課程 

博士課程

又は博士

後期課程 

合計収容

定員 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

保健科学教育

部 

保健学専攻 １４   １４ ２８   ２８ 

先端技術科学

教育部 

知的力学システ

ム工学専攻 

９４ １１ １０５ １８８ ２２ ２１０ 

環境創生工学専

攻 

８６ １８ １０４ １７２ ３６ ２０８ 

システム創生工

学専攻 

１４８ ２４ １７２ ２９６ ４８ ３４４ 

計 ３２８ ５３ ３８１ ６５６ １０６ ７６２ 

合計 ６２０ ４２５ １，０４５ ９６２ ５６８ １，５３０ 

附 則（平成１９年２月１６日規則第４１号改正） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月１６日規則第６２号改正） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１月１８日規則第４４号改正） 

この規則は、平成２０年１月１８日から施行する。 

附 則（平成２０年２月１５日規則第４９号改正） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第６条の表に掲げる保健科学教育部及び合計の項の収容定員は、同

表の規定にかかわらず、平成２０年度及び平成２１年度は、次のとおりとする。 
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研究科名・教育部

名 

専攻名 平成２０年度 平成２１年度 

博士課程又は

博士後期課程 

合計収容定員 博士課程又は

博士後期課程 

合計収容定員 

収容定員 収容定員 

保健科学教育部 保健学専攻 ５ ３３ １０ ３８ 

合計 ６２６ １５８８ ６３１ １５９３ 

附 則（平成２０年３月２１日規則第６２号改正） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年度以前に人間・自然環境研究科に入学した者に係る第１６条の２の表人間・自然

環境研究科の項の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年２月２４日規則第６５号改正） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の人間・自然環境研究科は、改正後の第３条の規定にかかわらず、平

成２１年３月３１日に当該研究科に在学する学生が当該研究科に在学しなくなる日までの間、

存続するものとする。 

３ 改正後の第６条の表に掲げる総合科学教育部及び合計の項の収容定員は同表の規定にかかわ

らず、平成２１年度及び平成２２年度は、次のとおりとする。 

教育部名 専攻名 平成２１年度 平成２２年度 

修士課程又

は博士前期

課程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

修士課程又

は博士前期

課程 

博士課程又

は博士後期

課程 

合計収容定

員 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

総合科学教

育部 

地域科学専

攻 

３５ ４ ３９ ７０ ８ ７８ 

臨床心理学

専攻 

１２   １２ ２４   ２４ 

計 ４７ ４ ５１ ９４ ８ １０２ 

計 ９４１ ６４０ １，５８１ ９８８ ６４４ １，６３２ 

４ 平成２０年度以前に人間・自然環境研究科に入学した者に係る改正後の第１６条の２の表の

適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年３月１６日規則第２９号改正） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の医科学教育部プロテオミクス医科学専攻並びに薬科学教育部創薬科
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学専攻及び医療生命薬学専攻の博士前期課程は、改正後の第３条の規定にかかわらず、平成２

２年３月３１日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続する

ものとする。 

３ 第６条の表に掲げる医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、栄養生命科学教育部、

保健科学教育部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成２２年度から平成

２４年度までは、次のとおりとする。 

教育部名 専攻名 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

修士課程

又は博士

前期課程 

博士課程

又は博士

後期課程 

合計収容

定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

収容定員 収容定員 収容定

員 

収容定

員 

医科学教育部 医科学専攻 ３０   ３０   ２０   ２０ 

医学専攻   １８９ １８９ １９４ １９４ １９９ １９９ 

計 ３０ １８９ ２１９ １９４ ２１４ １９９ ２１９ 

口腔科学教育部 口腔科学専攻   ９６ ９６ ８８ ８８ ８０ ８０ 

薬科学教育部 創薬科学専攻 ３５   ３５   ７０   ７０ 

創薬科学専攻   ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

医療生命薬学専

攻 

  ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

計 ３５ ６６ １０１ ６６ １３６ ６６ １３６ 

栄養生命科学教

育部 

人間栄養科学専

攻 

４４ ３３ ７７ ３０ ７４ ２７ ７１ 

保健科学教育部 保健学専攻 ３３ １５ ４８ １５ ５３ １５ ５３ 

合計 ８９２ ５６６ １，４５

８ 

５６４ １，４８

６ 

５５８ １，４８

０ 

附 則（平成２３年１月１８日規則第５４号改正） 

この規則は、平成２３年１月１８日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１日規則第６５号改正） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 第６条の表に掲げる口腔科学教育部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、

平成２３年度及び平成２４年度は、次のとおりとする。 
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教育部名 専攻名 平成２３年度 平成２４年度 

修士課

程又は

博士前

期課程 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収容定

員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

口腔科学教育部 口腔保健学専攻 ５  ５  １０ 

口腔科学専攻  ８８ ８８ ８０ ８０ 

計 ５ ８８ ９３ ８０ ９０ 

合計 ９２７ ５６４ １，４９１ ５５８ １，４９０ 

附 則（平成２４年３月２１日規則第４２号改正） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の薬科学教育部創薬科学専攻及び医療生命薬学専攻の博士後期課程並

びに先端技術科学教育部環境創生工学専攻は、改正後の第３条の規定にかかわらず、平成２４

年３月３１日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 

３ 第６条の表に掲げる薬科学教育部、保健科学教育部、先端技術科学教育部及び合計の項の収

容定員は、同表の規定にかかわらず、平成２４年度から平成２６年度までは、次のとおりとす

る。 

教育部名 専攻名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

修士課

程又は

博士前

期課程 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

博士課

程又は

博士後

期課程 

合計収

容定員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

薬科学教育部 創薬科学専攻 ７０ １０ ８０ ２０ ９０ ３０ １００ 

薬学専攻  ４ ４ ８ ８ １２ １２ 

計 ７０ １４ ８４ ２８ ９８ ４２ １１２ 

保健科学教育部 保健学専攻 ４６ １５ ６１ １５ ６９ １５ ６９ 

先端技術科学教育

部 

知的力学システム

工学専攻 

１９７ ３６ ２３３ ３９ ２４５ ４２ ２４８ 
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物質生命システム

工学専攻 

７３ ９ ８２ １８ １６４ ２７ １７３ 

システム創生工学

専攻 

３００ ６８ ３６８ ６４ ３６８ ６０ ３６４ 

計 ５７０ １１３ ６８３ １２１ ７７７ １２９ ７８５ 

合計 ８５４ ４６０ １，３

１４ 

４７９ １，４

２７ 

５０１ １，４４

９ 

４ 平成２３年度以前に先端技術科学教育部に入学した者に係る改正後の第１６条の２の表の適

用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月１９日規則第５６号改正） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１７日規則第３９号改正） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 第６条の表に掲げる口腔科学教育部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、

平成２７年度及び平成２８年度は、次のとおりとする。 

教育部名 専攻名 平成２７年度 平成２８年度 

博士課程又は

博士後期課程 

合計収容定員 博士課程又は

博士後期課程 

合計収容定員 

収容定員 収容定員 

口腔科学教育部 口腔保健学専攻 ２ １２ ４ １４ 

口腔科学専攻 ７２ ７２ ７２ ７２ 

計 ７４ ８４ ７６ ８６ 

合計 ５０７ １，４５５ ５０９ １，４５７ 

附 則（平成２８年５月３０日規則第３号改正） 

この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２１日規則第４３号改正） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年９月２０日規則第１３号改正） 

この規則は、平成３０年９月２０日から施行する。 

附 則（令和２年２月１３日規則第３７号改正） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の総合科学教育部各専攻及び先端技術科学教育部各専攻の博士前期課

程は、改正後の第３条の規定にかかわらず、令和２年３月３１日に当該専攻に在学する学生が
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当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ この規則による改正前の第１６条の２の表に掲げる先端技術科学教育部の項は、改正後の同

表の規定にかかわらず、令和２年３月３１日に先端技術科学教育部各専攻に在学する学生が当

該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同日に当該専攻に在学する学生につ

いては、なお従前の例による。 

４ 改正後の第６条の表に掲げる創成科学研究科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかか

わらず、令和２年度は次のとおりとする。 

研究科等名 専攻名 令和２年度 

修士課程又は博士前期課程 合計収容定員 

収容定員 

創成科学研究科 地域創成専攻 １６ １６ 

臨床心理学専攻 １２ １２ 

理工学専攻 ３０８ ３０８ 

生物資源学専攻 ３９ ３９ 

計 ３７５ ３７５ 

合計 ５７３ １，０８４ 

附 則（令和２年９月１６日規則第２２号改正） 

この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則（令和３年２月１７日規則第４７号改正） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月１７日規則第７７号改正） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和２年度に創成科学研究科に入学した者については、改正後の第１６条の２の表の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月１６日規則第３７号改正） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の総合科学教育部地域科学専攻及び先端技術科学教育部各専攻の博士

後期課程は、改正後の第３条第２項及び第６条の規定にかかわらず、令和４年３月３１日に当

該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 前項の規定により存続する専攻に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

４ 改正後の第６条の表に掲げる創成科学研究科創成科学専攻及び合計の項の収容定員は、同表

の規定にかかわらず、令和４年度及び令和５年度は、次のとおりとする。 
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研究科名 専攻名 令和４年度 令和５年度 

博士課程又は博

士後期課程 

合計収容定員 博士課程又は博

士後期課程 

合計収容定員 

収容定員 収容定員 

創成科学研究

科 

創成科学専攻 ４７ ４７ ９４ ９４ 

計 ４７ ７９７ ９４ ８４４ 

合計 ４１７ １，３６５ ４６４ １，４１２ 

５ この規則による改正前の第３条の規定による医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、

栄養生命科学教育部及び保健科学教育部は、それぞれ改正後の医学研究科、口腔科学研究科、

薬学研究科、医科栄養学研究科及び保健科学研究科となる。 

６ 令和４年３月３１日に創成科学研究科に在籍する者の教育課程、修了及び学位については、

改正後の第３条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月１４日規則第６３号改正） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年２月２８日規則第５４号改正） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の薬学研究科創薬科学専攻の博士前期課程は、改正後の第３条第２項

の規定にかかわらず、令和７年３月３１日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなく

なる日までの間、存続するものとする。 
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○徳島大学大学院医学研究科規則 

平成１６年３月１９日 

規則第１８４７号制定 

第１章 総則 

（通則） 

第１条 徳島大学大学院医学研究科（以下「本研究科」という。）に関する事項は、徳島大学大

学院学則（以下「学則」という。）及び徳島大学学位規則（以下「学位規則」という。）に定

めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

２ 学則、学位規則及びこの規則に特別の定めのある場合を除いて、本研究科に関する事項は、

本研究科教授会が定める。 

（教育研究上の目的） 

第１条の２ 本研究科は、学際的な医科学教育を通して、生命科学の発展と医学・医療の高度化

に対応した生命倫理に関する十分な見識を持ち、科学技術に偏向することのない高度な研究能

力と学識を備えるとともに、社会に視野を向け貢献することのできる人間性豊かな研究者及び

臨床医を養成し、併せて個性的な研究を推進、結実させ、未来を創る活力を持った大学院とし

て医学の進歩と国民の健康の増進に寄与することを目的とする。 

第２章 教育課程 

（教育方法） 

第２条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

（教育方法の特例） 

第３条 本研究科において、本研究科教授会が教育上特別の必要があると認める場合には、夜間

その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う

ことができる。 

２ 本研究科に、外国人留学生のための英語による特別コース（以下「特別コース」という。）

を置く。 

（授業科目及び単位数） 

第４条 授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。 

２ 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。 

３ 博士課程に所属する学生のうち、専門医師の養成に係る科目を履修しようとする者の授業科

目及び単位数は、別に定める。 

４ 前条第２項に規定する特別コースの授業科目及び単位数は、別に定める。 

（授業科目の履修方法） 

第５条 学生は、別表の授業科目について、次表に定める単位を修得しなければならない。 

(1) 修士課程 
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専攻名 単位数 

必修科目 選択科目 計 

医科学専攻 ２４単位 ８単位以上 ３２単位以上 

(2) 博士課程 

専攻名 単位数 

必修科目 選択科目 計 

医学専攻 ６単位 ２４単位以上 ３０単位以上 

２ 履修する授業科目の選択に当たっては、あらかじめ指導教員（博士課程は主任教授）の指導

を受けなければならない。 

３ 履修方法については、別に定める。 

４ 本研究科において教育上有益と認めたときは、本学大学院の他の研究科又は本学学部との協

議に基づき、当該他の研究科の授業科目を履修させ、又は本学学部の授業科目を聴講させるこ

とができる。 

５ 前項の授業科目を履修し、又は聴講しようとするときは、学生は、本研究科長の許可を得な

ければならない。 

６ 第４項の規定により履修した授業科目の単位は、第１項各号に規定する選択科目の単位に含

めることができる。 

７ 自由科目の単位は、第１項各号に規定する単位に含めることはできない。 

８ 第３条第２項に規定する特別コースの履修方法は、別に定める。 

（研究指導） 

第６条 研究指導は、指導教員が行うものとする。 

２ 前項の研究指導は、研究課題の研究の指導及び学位論文の作成の指導とする。 

３ 博士課程に所属する学生のうち、専門分野の異なる複数の指導教員からなる教育クラスター

による指導を受ける者の研究指導は、第１項の規定にかかわらず、主任教授及び教育クラスタ

ーを組織する複数の指導教員が行うものとする。 

（試験の告示） 

第７条 試験の授業科目、日時その他必要な事項は、あらかじめ告示する。 

（成績評価等） 

第８条 成績は、１００点をもって満点とし、S（９０点以上）、A（８９点～８０点）、B（７９

点～７０点）、C（６９点～６０点）及びD（５９点以下）の評語をもってあらわし、S、A、B

及びCを合格とし、Dを不合格とする。 

２ 前項の評語の評価基準は、次の表のとおりとする。 

評語 評価基準 
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S 科目の到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。 

A 科目の到達目標を充分に達成している。 

B 科目の到達目標を達成している。 

C 科目の到達目標を最低限達成している。 

D 科目の到達目標の項目の全て又はほとんどを達成していない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、入学前の既修得単位等により判定する授業科目の成績は、認の

評語をもってあらわすことができるものとし、合格とする。 

（追試験及び再試験） 

第９条 病気その他やむを得ない事情のため、正規の試験を受けることができなかった者は、追

試験を受けることができる。 

２ 前項の追試験を受けることができなかった者又は試験を受けて不合格となった者は、原則と

して次の学期末に再試験を受けることができる。 

（転学者の取扱い） 

第１０条 他の大学院又は外国の大学院（これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。）若

しくは国際連合大学（以下「外国の大学院等」という。）から本研究科に転学をした者の在学

年数及び既修得単位の換算については、その都度本研究科教授会が定める。 

（転研究科） 

第１０条の２ 学則第２６条の２の規定に基づき、本研究科に転研究科を願い出た者があるとき

は、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。 

２ 転研究科を許可する時期は、本研究科教授会が定める。 

３ 転研究科を許可した学生を在籍させる年次は、本研究科教授会が定める。 

４ 転研究科を許可した学生の既修得単位の認定は、本研究科教授会が定める。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第１１条 学則第９条、第２７条及び第２７条の２の規定に基づき、他の大学院若しくは国際連

合大学の授業科目の履修を志願し、若しくは他の大学院等において必要な研究指導を受けるこ

とを志願し、又は外国の大学院に留学を志願する者は、所定の願書を本研究科長を経て学長に

提出し、その許可を受けなければならない。 

（単位の認定） 

第１２条 前条の規定により許可を受けた者（以下「派遣学生」という。）が他の大学院若しく

は外国の大学院等で修得した単位又は学則第９条の２第１項の規定に基づき学生が休学期間中

に外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位の認定は、当該大学院が発行

する成績証明書等により本研究科教授会が行う。 

（履修等報告書） 
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第１３条 派遣学生は、他の大学院等又は外国の大学院等での履修の期間又は研究指導を受けた

期間が満了したときは、所定の履修等報告書を速やか（外国の大学院に留学した者については、

帰国の日から１月以内）に本研究科長を経て学長に提出しなければならない。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１４条 学則第９条の３の規定による入学前の既修得単位の認定は、当該大学院が発行する成

績証明書等により本研究科教授会が行う。 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年２月１８日規則第１３２号改正） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月１７日規則第８４号改正） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１７年度以前に入学したものについては、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

附 則（平成１９年３月２２日規則第８１号改正） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１月１８日規則第４４号改正） 

この規則は、平成２０年１月１８日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第１３９号改正） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行し、同日以降の入学者から適用する。ただし、この

規則による改正後の第４条第３項及び第５条第２項の規定については、平成１９年度の入学生か

ら適用する。 

附 則（平成２０年９月３０日規則第１５号改正） 

この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月２４日規則第８９号改正） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成２２年３月１７日規則第４２号改正） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２２年９月９日規則第３６号改正） 

この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 
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附 則（平成２３年３月８日規則第６８号改正） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第６６号改正） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成２５年３月１９日規則第８０号改正） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成２７年３月２５日規則第６７号改正） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年度以前に入学した者については、改正後の第４条、第５条及び別表の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月９日規則第４７号改正） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成２９年３月８日規則第３８号改正） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成３０年３月２２日規則第７３号改正） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成３１年３月１３日規則第４９号改正） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年度以前に入学した者については、改正後の第８条及び別表の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

附 則（令和２年３月２３日規則第７２号改正） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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２ 平成３０年度以前に入学した者については、改正後の第８条の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

３ 令和元年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（令和３年３月４日規則第６３号改正） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和２年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（令和３年９月１０日規則第１７号改正） 

この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１６日規則第５６号改正） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（令和５年２月１日規則第３３号改正） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和４年度以前に入学した者については、改正後の第５条及び別表の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和７年度以前に入学した者については、改正後の第５条及び別表の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

別表 

(1) 修士課程

医科学専攻 

授業科目及び単位数 

区分 授業科目 単位数 

必修 選択 

全専攻系共通カリキ

ュラム科目 

生命倫理概論 ２ 

臨床心理学 ２ 

社会医学・疫学・医学統計概論 ２ 

英語論文作成法 ２ 

宇宙と栄養・医学概論 ２ 
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生命科学の研究手法 ２ 

医療系分野における知的財産学概論 ２ 

生命科学コミュニケーション特論 ２ 

各専攻系間の共通カ

リキュラム科目

ヒューマンサイエンス（形態と機能） ２ 

臨床薬理学概論 ２ 

プロテオミクス概論 ２ 

ゲノム創薬特論 ２ 

臨床医学概論 ２ 

専門科目 ヒューマンサイエンス（病理病態学） ２ 

プロテオミクス医科学特論 ２ 

発生・分化・再生医学特論 ２ 

課題探求演習 ４ 

メディカルサイエンス特別研究 １２ 

(2) 博士課程

医学専攻 

授業科目及び単位数 

区分 授業科目 単位数 

必修 選択 

全専攻系共通カリキ

ュラム科目 

生命倫理概論 ２ 

臨床心理学 ２ 

社会医学・疫学・医学統計概論 ２ 

英語論文作成法 ２ 

生命科学の研究手法 ２ 

医療系分野における知的財産学概論 ２ 

生命科学コミュニケーション特論 ２ 

各専攻系間の共通カ

リキュラム科目

臨床医科学概論 ２ 

微生物・免疫学実習 ２ 

指定科目 統合コアセミナー ２ 

クラスターコアセミナー ２ 

先端医学特論 ２ 

専門科目 ＜医学課題研究演習＞ 

医学課題研究演習 ６ 

＜医学課題専攻科目＞ 
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機能解剖学   ２ 

機能解剖学演習   ４ 

小児科学   ２ 

小児科学演習   ４ 

産科婦人科学   ２ 

産科婦人科学演習   ４ 

発生生物学  ２ 

発生生物学演習  ４ 

発生発達医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

細胞生物学   ２ 

細胞生物学演習   ４ 

消化器内科学   ２ 

消化器内科学演習   ４ 

免疫系発生学   ２ 

免疫系発生学演習   ４ 

病態予防医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

生体防御医学   ２ 

生体防御医学演習   ４ 

微生物病原学   ２ 

微生物病原学演習   ４ 

微生物学実験実習・臨床研究実習   １０ 

メディカルＡＩデータサイエンス   ２ 

メディカルＡＩデータサイエンス演習   ４ 

公衆衛生学  ２ 

公衆衛生学演習  ４ 

医療教育学  ２ 

医療教育学演習  ４ 

総合診療医学   ２ 

総合診療医学演習   ４ 

社会環境医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

顕微解剖学   ２ 

顕微解剖学演習   ４ 

生理学   ２ 
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生理学演習   ４ 

精神医学   ２ 

精神医学演習   ４ 

脳神経外科学   ２ 

脳神経外科学演習   ４ 

医療情報学   ２ 

医療情報学演習   ４ 

生体機能学   ２ 

生体機能学演習   ４ 

情報統合医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

薬理学   ２ 

薬理学演習   ４ 

麻酔・疼痛治療医学   ２ 

麻酔・疼痛治療医学演習   ４ 

腎臓内科学   ２ 

腎臓内科学演習   ４ 

救急集中治療医学   ２ 

救急集中治療医学演習   ４ 

臨床薬理学  ２ 

臨床薬理学演習  ４ 

病態情報医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

眼科学   ２ 

眼科学演習   ４ 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学   ２ 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学演習   ４ 

臨床神経科学   ２ 

臨床神経科学演習   ４ 

感覚情報医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

器官病態病理学   ２ 

器官病態病理学演習   ４ 

消化器・移植外科学   ２ 

消化器・移植外科学演習   ４ 

低侵襲・遠隔治療学  ２ 
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低侵襲・遠隔治療学演習  ４ 

心臓血管外科学   ２ 

心臓血管外科学演習   ４ 

泌尿器科学   ２ 

泌尿器科学演習   ４ 

循環器内科学   ２ 

循環器内科学演習   ４ 

器官病態修復医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

実験腫瘍学   ２ 

実験腫瘍学演習   ４ 

放射線医学   ２ 

放射線医学演習   ４ 

呼吸器・膠原病内科学   ２ 

呼吸器・膠原病内科学演習   ４ 

胸部・内分泌・腫瘍外科学   ２ 

胸部・内分泌・腫瘍外科学演習   ４ 

生体防御腫瘍医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

再生修復機能病理学   ２ 

再生修復機能病理学演習   ４ 

皮膚科学   ２ 

皮膚科学演習   ４ 

運動機能外科学   ２ 

運動機能外科学演習   ４ 

形成外科学   ２ 

形成外科学演習   ４ 

感覚運動系病態医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

生化学   ２ 

生化学演習   ４ 

血液・内分泌代謝内科学   ２ 

血液・内分泌代謝内科学演習   ４ 

遺伝情報医学   ２ 

遺伝情報医学演習   ４ 

分子機能解析学  ２ 
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分子機能解析学演習  ４ 

細胞情報学  ２ 

細胞情報学演習  ４ 

分子生命科学  ２ 

分子生命科学演習  ４ 

動物資源研究学  ２ 

動物資源研究学演習  ４ 

病態シグナル学  ２ 

病態シグナル学演習  ４ 

免疫ゲノム構造学  ２ 

免疫ゲノム構造学演習  ４ 

生体制御医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

感染症病態代謝学  ２ 

感染症病態代謝学演習  ４ 

生体情報統御学   ２ 

生体情報統御学演習   ４ 

酵素・プロテオミクス医学実験実習・臨床研究実習   １０ 

宇宙医科学  ２ 

宇宙医科学演習  ４ 

宇宙ライフサイエンス学実験実習・臨床研究実習  １０ 

備考 講義、演習は１５時間、実習、実験実習は３０時間をもって１単位とする。 
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徳島大学大学院医学研究科における授業科目の履修方法等に関する細則 

 
第１条 この細則は，徳島大学大学院医学研究科規則（以下「規則」という。）第５条第３項の規定に

基づき，徳島大学大学院医学研究科における授業科目の履修方法等について必要な事項を定める

ものとする。 

第２条 学生は，規則別表に定める授業科目のうち，選択科目について，次の各項に掲げるとおり単

位を修得しなければならない。 

２ 医科学専攻（修士課程）学生の選択科目の履修方法は，全専攻系共通カリキュラム科目，各専

攻系間共通カリキュラム科目及び専門科目から８単位以上履修することとする。 

３ 医学専攻（博士課程）学生の選択科目の履修方法は次のとおりとする。 

  (1) 全専攻系共通カリキュラム科目及び各専攻系間共通カリキュラム科目から２単位以上履修す 

ることとする。ただし，本学大学院医学研究科修士課程修了者ではない学生は、生命倫理概論

を必ず履修することとする。また、本学大学院医学研究科修士課程修了者ではない医師以外の

学生は、臨床医科学概論を必ず履修することとする。  

(2) 本学大学院医学研究科修士課程において履修した全専攻系共通カリキュラム科目及び各専攻

系間共通カリキュラム科目を博士課程において履修することはできない。 

(3) 本学大学院医学研究科修士課程において臨床医学概論を履修した学生は、博士課程において

臨床医科学概論を履修することはできない。 

(4) 指定科目から，統合コアセミナー及び先端医学特論を履修することとする。ただし，教育ク

ラスターによる指導を受ける者は，クラスターコアセミナー及び先端医学特論を履修すること

とする。 

(5) 専門科目（医学課題専攻科目）から，指導教員が担当する講義２単位，演習４単位及び実験

実習・臨床研究実習１０単位を履修することとする。 

 

附 則 

この細則は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則 

この細則は，平成１７年４月１日から施行する。

附 則 

この細則は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則 

この細則は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則 

この細則は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則 

この細則は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 １ この細則は、令和５年４月１日から施行する。 

 ２ 令和４年度以前に入学した者については、改正後の第２条第３項第１号、第２号及び第３

号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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徳島大学大学院医学研究科における長期にわたる教育課程の履修に関する規則 

 
                                                             平成１６年３月１日  
                                                             医科学教育部長制定 
 （趣  旨） 
第１条  この規則は，徳島大学大学院学則（以下「学則」という。）第９条の４第２項の規

定に基づき，長期にわたる教育課程の履修（以下「長期履修」という。）に関し必要な

事項を定めるものとする。 
 （資  格） 
第２条  修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修できる者（以下「長

期履修学生」という。）は次の各号の一に該当する者とする。 
  （１）職業を有する者で，かつ，所属長の承諾を得た者 
  （２）その他研究科長が特に必要と認める者 
 （長期履修の期間） 
第３条 教育課程の長期履修できる期間は，学則第５条に規定する在学期間以内とする。 
２  長期履修学生が在学中，長期履修学生として認められた期間の変更をする場合は，学長

に願い出て，その許可を得なければならない。 
 （教育課程の編成） 
第４条  長期履修学生に係る教育課程の編成は，医学研究科が定めた履修基準を弾力的に運

用するものとし，長期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。 
 （履修登録単位数の上限） 
第５条  長期履修学生が履修科目として登録することが出来る単位数は，別に定める。 
 （申請手続） 
第６条  長期履修を希望する者は，所定の申請書を次の各号に定める日に，学長に提出しな

ければならない。 
   （１）新入生は，入学手続きの日 
   （２）在学生は，別に定める日 
 （審査） 
第７条 審査は，医学研究科において，申請書類及び面談により行うものとする。 
２  研究科長は，医学研究科教授会の議を経て，学長に申請するものとする。  
 （雑則） 
第８条 この規則に定めるもののほか，長期履修に関し必要な事項は，研究科教授会の議を

経て，研究科長が別に定める。 
    附  則 
   この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附  則 

   この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

  附  則 

   この規則は，令和４年４月１日から施行する。 
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○徳島大学学位規則 

昭和５０年６月２０日 

規則第４９６号制定 

（趣旨） 

第１条 この規則は、学位規則（昭和２８年文部省令第９号。以下「省令」という。）第１３条

の規定に基づき、徳島大学（以下「本学」という。）における論文審査の方法、試験及び学力

の確認の方法等学位に関し必要な事項を定めるものとする。 

（卒業による学位の授与） 

第２条 本学を卒業した者には、徳島大学学則の定めるところにより、学士の学位を授与する。 

（課程修了による学位の授与） 

第３条 本学の大学院（以下「大学院」という。）の課程を修了した者には、徳島大学大学院学

則の定めるところにより、修士又は博士の学位を授与する。 

（論文提出による学位の授与） 

第４条 前条に定めるもののほか、本学に博士論文を提出してその審査に合格し、かつ、専攻分

野に関し大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認（以下「学力の

確認」という。）された者には、博士の学位を授与する。 

（専攻分野の名称） 

第５条 前３条に定める学位を授与するに当たっては、専攻分野の名称を付記するものとし、そ

の名称は、次のとおりとする。 

学位名 学部等名 専攻分野の名称 

学士 総合科学部 総合科学 

医学部 医学科 医学 

医学部 医科栄養学科 栄養学 

医学部 保健学科 看護学 

保健学 

歯学部 歯学科 歯学 

歯学部 口腔保健学科 口腔保健学 

薬学部 薬学科 薬学 

理工学部 理工学 

生物資源産業学部 生物資源産業学 

修士 創成科学研究科（博士前期課程） 学術 

臨床心理学 

理学 
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工学 

生物資源学 

医学研究科（修士課程） 医科学 

口腔科学研究科（博士前期課程） 口腔保健学 

医科栄養学研究科（博士前期課程） 栄養学 

保健科学研究科（博士前期課程） 保健学 

看護学 

博士 創成科学研究科（博士課程） 学術 

工学 

農学 

医学研究科（博士課程） 医学 

口腔科学研究科（博士課程） 口腔保健学 

歯学 

学術 

薬学研究科（博士課程） 薬科学 

薬学 

医科栄養学研究科（博士課程） 栄養学 

保健科学研究科（博士課程） 保健学 

（学位論文の提出） 

第６条 博士課程の学生が博士論文の審査等を受けようとするときは、学位申請書、博士論文そ

の他別に定める書類を提出するものとする。 

２ 博士課程の学生でない者が博士の学位を申請するときは、学位申請書、博士論文その他別に

定める書類に所定の学位論文審査手数料を添えて提出するものとする。ただし、本学大学院の

博士課程において標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学したときから３年以内

で各研究科が定める期間に博士の学位を申請する場合には、学位論文審査手数料を免除する。 

３ 前２項に定めるもののほか、各研究科又は創成科学研究科各専攻の教授会（以下「研究科等

教授会」という。）が博士論文の審査のため必要があるときは、当該論文の副本、訳本、模型

又は標本等の提出を求めることがある。 

４ 修士課程又は博士前期課程の学生が修士論文の審査等を受けようとするときは、学位申請書、

修士論文その他別に定める書類を提出するものとする。 

（学位論文の受理及び審査の付託） 

第７条 学位論文の受理は、研究科等教授会の議を経て、学長が決定する。 

２ 提出した学位論文については、任意に撤回し、又は一時的返還等を要求することができない。 
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３ 学長は、研究科長と協議のうえ、論文を審査する研究科等教授会を指定し、その審査を付託

する。 

（学位論文の審査等の機関） 

第８条 学位論文の審査、最終試験及び学力の確認は、研究科等教授会が行う。 

２ 研究科等教授会は、あらかじめ学位論文の提出者の資格を確認した後、互選により研究科等

教授会構成員のうちから選出された審査委員を含む３人以上の審査委員（主査１人、副査２人

以上）を定め、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認に関する事項を付託する。 

３ 研究科等教授会は、必要と認めるときは、学位論文の審査等にあたって、大学院の研究科担

当の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力（審査委員に加わることを含む。）

を求めることができる。 

４ 審査委員は、第３条の規定により学位の授与を申請した者については、学位論文の審査の要

旨及び最終試験の結果を、第４条の規定により学位の授与を申請した者については、学位論文

の審査の要旨、最終試験及び学力の確認の結果を記録し、文書により研究科等教授会に報告す

るものとする。 

（学位論文の審査、最終試験及び学力の確認） 

第９条 審査委員は、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認を行うものとする。 

２ 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連のある科目について、口頭又は筆答により

行うものとする。 

３ 学力の確認は、試問の方法により行うものとし、試問は口頭若しくは筆答又は両方により、

専攻学術及び外国語に関し本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを

確認するために行うものとする。 

４ 第６条第２項ただし書きの規定により学位の授与を申請する者は、退学後３年以内で各研究

科が定める期間に限り、学力の確認を行わないことができる。 

（学位論文の審査等の期限） 

第１０条 博士論文の審査、最終試験及び学力の確認は、博士論文受理後１年以内に終了するも

のとする。 

２ 修士論文の審査及び最終試験は、在学期間中に終了するものとする。 

（課程の修了及び論文審査等の議決） 

第１１条 研究科等教授会は、審査委員の報告に基づき、第３条の規定により学位の授与を申請

した者については、課程修了の可否、第４条の規定により学位の授与を申請した者については、

その論文の審査、最終試験及び学力の確認の合否について議決する。 

２ 前項の議決は、出席委員の３分の２以上の同意を必要とする。 

（学長への報告） 

第１２条 学部長は、教授会が卒業を認定する旨の議決をしたときは、その氏名等を、文書によ
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り学長に報告するものとする。 

２ 研究科長は、研究科等教授会が前条の議決をしたときは、第３条の規定により学位の授与を

申請した者については、学位論文の審査の結果の要旨、最終試験の結果及び議決の結果を、第

４条の規定により学位の授与を申請した者については、学位論文の審査の結果の要旨、最終試

験及び学力の確認の結果並びに議決の結果を文書により学長に報告するものとする。 

（卒業証書・学位記及び学位記の授与） 

第１３条 学長は、前条第１項の報告に基づき、学士の学位を授与できるものと認定した者には、

卒業証書・学位記を授与する。 

２ 学長は、前条第２項の報告に基づき、修士又は博士の学位を授与できるものと認定した者に

は、学位記を授与し、当該学位を授与できないものと認定した者には、その旨を通知するもの

とする。 

３ 卒業証書・学位記の様式は、別表第１のとおりとし、学位記の様式は、別表第２、別表第３、

別表第４及び別表第５のとおりとする。 

（学位授与の報告） 

第１４条 前条の規定により学位を授与したときは、学位記台帳に登録するものとする。 

２ 学長は、博士の学位を授与したときは、省令第１２条の規定の定めるところにより、文部科

学大臣に報告するものとする。 

（論文要旨等の公表） 

第１５条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から３月以内に、

その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するもの

とする。 

（学位論文の公表） 

第１６条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該

博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与さ

れる前に既に公表したときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、

学長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約した

ものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて、

閲覧に供するものとする。 

３ 博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、本学の協力を得て、インター

ネットの利用により行うものとする。 

（学位の名称の使用） 

第１７条 学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、学位に本学名を付記するものと

する。 
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（学位授与の取消） 

第１８条 学位（学士の学位を除く。）を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた

事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為をしたときは、学長は、当該研究科等教授

会の議を経て、当該学位の授与を取消し、当該学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するも

のとする。 

２ 前項の議決は、構成員の４分の３以上の同意を必要とする。 

（実施細則） 

第１９条 この規則の実施に関し必要な事項は、研究科長が別に定めることができる。 

附 則 

１ この規則は、昭和５０年６月２０日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。 

２ 徳島大学学位規則施行細則（昭和３３年徳島大学訓令第７号）は、廃止する。 

３ 第４条の規定による博士課程を経ない者に対する学位の授与は、第３条の規定による博士課

程修了者に同種類の学位を授与した後に行うものとする。 

附 則（昭和５８年４月１日規則第７４５号改正） 

この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年４月２７日規則第７８０号改正） 

この規則は、昭和５９年４月２７日から施行し、昭和５９年４月１日から適用する。 

附 則（昭和６２年４月１日規則第８６２号改正） 

この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年３月１５日規則第１００３号改正） 

１ この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

２ 平成３年３月３１日に大学院工学研究科修士課程に在学する者については、改正後の第５条

第４項及び別表第３の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成３年９月２０日規則第１０３３号改正） 

この規則は、平成３年９月２０日から施行し、平成３年７月１日から適用する。 

附 則（平成４年２月２１日規則第１０４８号改正） 

この規則は、平成４年２月２１日から施行し、平成３年４月１日から適用する。 

附 則（平成４年９月１８日規則第１０８０号改正） 

この規則は、平成５年３月１９日から施行する。 

附 則（平成６年４月１日規則第１１３４号改正） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年２月１６日規則第１２０７号改正） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年４月１日規則第１２１２号改正） 
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この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１月５日規則第１５８９号改正） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年９月２１日規則第１６５８号改正） 

この規則は、平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２８日規則第１７６１号改正） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年６月２０日規則第１７８２号改正） 

この規則は、平成１５年６月２０日から施行する。 

附 則（平成１５年１０月１７日規則第１８１５号改正） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年２月２０日規則第１８２８号改正） 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 医学研究科、歯学研究科、栄養学研究科及び薬学研究科に係る旧規則第５条の規定は、改正

後の第５条の規定にかかわらず、平成１６年３月３１日に当該研究科に在学する者が当該研究

科に在学しなくなる日までの間、その効力を有するものとする。 

附 則（平成１８年３月１７日規則第６４号改正） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年３月３１日に薬学部及び工学研究科に在学する者については、改正後の第５条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 平成１８年３月３１日に医学研究科、歯学研究科、栄養学研究科、薬学研究科及び工学研究

科に在学する者については、改正後の別表第２、別表第３及び別表第４の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

附 則（平成１９年２月１６日規則第４２号改正） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年２月１５日規則第５０号改正） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年３月３１日に保健科学教育部に在学する者については、改正後の第５条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年２月２４日規則第６６号改正） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年３月３１日に人間・自然環境研究科に在学する者については、改正後の第５条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年３月１６日規則第３０号改正） 
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１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年３月３１日に薬科学教育部に在学する者については、改正後の第５条及び別表第

２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２３年３月１日規則第６５号改正） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２１日規則第４３号改正） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年３月３１日に薬科学教育部に在学する者については、改正後の第５条、別表第３

及び別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年５月２１日規則第７号改正） 

１ この規則は、平成２５年５月２１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条の規定は、平成２５年４月１日以後に博士の学位を授与した場合について

適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第１６条の規定は、平成２５年４月１日以後に博士の学位を授与された者について

適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年３月１８日規則第８７号改正） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年３月３１日に医学部栄養学科に在学する者については、改正後の第５条及び別表

第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月１７日規則第４０号改正） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年３月３１日に口腔科学教育部に在学する者については、改正後の第５条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年２月１６日規則第４１号改正） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年３月３１日に工学部に在学する者並びに平成２８年度及び平成２９年度に工学部

に編入学する者については、改正後の第５条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年２月２５日規則第４０号改正） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１日規則第１３号改正） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２５日規則第８０号改正） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和２年４月１日に総合科学教育部及び先端技術科学教育部の博士前期課程に在学する者に
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ついては、改正後の第５条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和３年２月１９日規則第５２号改正） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和３年３月３１日に薬学部創製薬科学科に在学する者については、改正後の第５条及び別

表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和４年１月１９日規則第３１号改正） 

この規則は、令和４年１月１９日から施行する。 

附 則（令和４年３月１６日規則第３９号改正） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和４年３月３１日に総合科学教育部及び先端技術科学教育部に在学する者については、改

正後の第５条並びに別表第２、別表第３及び別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

３ 令和４年３月３１日以前に大学院の博士課程に入学した者については、改正後の第６条第２

項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和４年９月８日規則第１４号改正） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日までに、第６条第２項の規定により論文を提出した者については、

改正後の第９条第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 令和４年３月３１日以前に大学院の博士課程に入学した者については、改正後の第９条第４

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月１４日規則第６４号改正） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年２月２８日規則第５４号改正） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和７年３月３１日に薬学研究科博士前期課程に在学する者については、改正後の第５条及

び別表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表第１（学部卒業者の場合） 

                               注 

○第    号  

 

卒 業 証 書 ・ 学 位 記 

 

 

 

 

 

  

大 学 

 

印 

 

    氏 名 

 

(和暦)  年  月  日生 

 

 

 本学○○学部○○学科所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め学士(○○)の学

位を授与する 

 

 

 

 

 

(和暦)  年  月  日 

 

 

 

 

 徳島大学○○学部長 氏 名          印 

 

 徳 島 大 学 長 氏 名          印 

 備考1 注は、学部名の頭文字を記入する。ただし、医学部医科栄養学科は「栄」、医 

学部保健学科は「保」、歯学部口腔保健学科は「口」とする。 

   2 公印は、印影印刷とする。 

   3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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別表第２（修士課程又は博士前期課程修了者の場合） 

                             注 

○修第    号  

 

 

学 位 記 

 

 

          

氏 名         

                    (和暦)  年  月  日生       

 

 

 本学大学院○○研究科○○専攻の○○課程において所定の単位を修得し学位論文の審

査及び最終試験に合格したので修士(○○)の学位を授与する 

 

 (和暦)  年  月  日 

 

 

 

      徳 島 大 学 大学印 

 備考1 「○○課程」には、修士課程を修了した者は「修士」と、博士前期課程を修了 

した者は「博士前期」と記入する。 

   2 注は、専攻分野の名称の頭文字を記入する。ただし、臨床心理学は「心」と記 

入する。 

   3 公印は、印影印刷とする。 

   4 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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別表第３（博士課程修了者の場合） 

                                注 

甲○第    号  

 

 

学 位 記 

 

 

          

氏 名         

                    (和暦)  年  月  日生        

 

 

 本学大学院○○研究科○○専攻の博士課程において所定の単位を修得し学位論文の審

査及び最終試験に合格したので博士(○○)の学位を授与する 

 

 (和暦)  年  月  日 

 

 

 

    徳 島 大 学 大学印 

 備考1 注は、研究科名の頭文字を記入する。ただし、創成科学研究科創成科学専攻に 

あっては専攻分野ごとに「学」、「工」又は「農」と、口腔科学研究科口腔保健 

学専攻にあっては「口保」と、薬学研究科創薬科学専攻にあっては「創」と、医 

科栄養学研究科医科栄養学専攻にあっては「栄」と記入する。 

   2 公印は、印影印刷とする。 

   3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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別表第４（論文提出による場合） 

注         

乙○第    号  

 

 

学 位 記 

 

 

          

氏 名         

                    (和暦)  年  月  日生       

 

 

 本学に学位論文を提出し所定の審査及び試験に合格したので博士(○○)の学位を授与

する 

 

 (和暦)  年  月  日 

 

 

 

     徳 島 大 学 大学印 

 備考1 注は、審査を受けた研究科名の頭文字を記入する。ただし、創成科学研究科創 

成科学専攻にあっては専攻分野ごとに「学」、「工」又は「農」と、口腔科学研 

究科口腔保健学専攻にあっては「口保」と、薬学研究科創薬科学専攻にあっては 

「創」と、医科栄養学研究科医科栄養学専攻にあっては「栄」と記入する。 

   2 公印は、印影印刷とする。 

   3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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別表第５（博士課程修了者のうちコチュテル・プログラムを修了した場合） 

注         

甲○第    号  

 

 

学 位 記 

 

 

          

氏 名         

                    (和暦)  年  月  日生       

 

 

本学大学院○○研究科○○専攻の博士課程において所定の単位を修得し学位論文の審

査及び最終試験に合格したので博士(○○)の学位を授与する 

 博士課程修了に必要な研究指導は〇〇大学と共同で実施したものである 

 

 (和暦)  年  月  日 

 

 

 

      徳 島 大 学 大学印 

 備考1 注は、研究科名の頭文字を記入する。ただし、創成科学研究科創成科学専攻に 

あっては専攻分野ごとに「学」、「工」又は「農」と、口腔科学研究科口腔保健 

学専攻にあっては「口保」と、薬学研究科創薬科学専攻にあっては「創」と、医 

科栄養学研究科医科栄養学専攻にあっては「栄」と記入する。 

   2 公印は、印影印刷とする。 

   3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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○徳島大学大学院医学研究科学位規則実施細則 

平成１６年４月１日 

制定 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この細則は、徳島大学学位規則（以下「規則」という。）第１９条の規定に基づき、徳

島大学大学院医学研究科（以下「本研究科」という。）における学位審査に必要な事項を定め

るものとする。 

第２章 課程修了に係る学位審査 

（学位論文の提出時期及び資格要件） 

第２条 規則第６条第１項の規定による博士論文の提出は、在学期間中に行うものとし、提出時

期は、博士課程修了予定月（学位を授与する日の属する月。以下同じ。）の初日から起算して

３か月前から指定の期日までとする。ただし、徳島大学大学院学則（以下「学則」という。）

第１２条第４項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博

士課程第３年次の修了予定月の初日から起算して３か月前まで博士論文の提出時期を繰り上げ

ることができる。 

２ 規則第６条第４項の規定による修士論文の提出は、在学期間中に行うものとし、提出時期は、

修士課程修了予定月の初日から起算して３か月前から指定の期日までとする。ただし、学則第

１１条ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、修士課程第

１年次の修了予定月の初日から起算して３か月前まで修士論文の提出時期を繰り上げることが

できる。 

３ 前２項の規定による学位論文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得してい

なければならない。 

（学位論文提出の手続） 

第３条 博士論文の審査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出す

るものとする。ただし、第２号から第７号までの書類については、別に審査用として必要部数

を添付するものとする。 

(1) 学位申請書 （様式(1)） １部 

(2) 履歴書 （様式(5)） １部 

(3) 研究内容報告書 （様式(6)）和文１，０００字～１，５００字程度 １部 

(4) 業績目録 （様式(7)） １部 

(5) 博士論文 １部 

(6) 論文内容要旨 （様式(8)）和文１，０００字～１，５００字程度 １部 

(7) 参考論文のあるときは、当該論文（学術雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えるこ
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と。） 各１部 

(8) 共著者の承諾書 （様式(9)） 各１部 

(9) 誓約書 （様式(14)） １部 

２ 修士論文の審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出するもの

とする。ただし、第２号から第６号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付

するものとする。 

(1) 学位申請書 （様式(2)） １部 

(2) 履歴書 （様式(5)） １部 

(3) 業績目録 （様式(7)） １部 

(4) 修士論文 １部 

(5) 論文内容要旨 （様式(8)）和文１，０００字～１，５００字程度 １部 

(6) 参考論文のあるときは当該論文 各１部 

（博士論文の条件） 

第４条 博士論文は、発行機関の審査を経て学術雑誌等に公刊されたものでなければならない。

ただし、提出の日から１年以内に公刊予定であることが受理証明により確認できた場合は、公

刊に準じて取り扱うことができる。 

２ 博士論文が共著論文である場合は、提出者が筆頭著者であり、かつ、共著者の承諾を得たも

のでなければならない。この場合において、当該論文が過去において博士論文として使用され

ていないものであり、将来においても博士論文として他に使用しないものであることを要する。 

（第１次審査及び審査委員の選出） 

第５条 学位論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴

書、研究内容報告書、業績目録、論文（博士論文の審査に限る。）及び論文内容要旨を席上で

配布し、主任教授又は指導教員等に論文等の内容についての説明を求めるものとする。 

２ 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、互選により審査委員を選出する。ただし、博士論

文については、主任教授及び学位申請論文の共著者を審査委員に選出することはできない。ま

た、修士論文については、主指導教員を審査委員（主査）に選出することはできない。 

（学位論文の審査等） 

第６条 審査委員は、第１次審査終了後論文の審査及び最終試験を公開で行い、その結果を論文

審査の結果の要旨（様式(11)）及び最終試験報告書（様式(12)）により本研究科長に報告する

ものとする。 

２ 主任教授及び指導教員等は、審査委員の求めに応じて前項の審査に出席し、意見を述べるこ

とができる。 

（第２次審査） 

第７条 本研究科長は、論文審査の結果の要旨及び最終試験報告書をあらかじめ本研究科教授会
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構成員全員に配布し、原則として次回定例本研究科教授会に付議し、審査委員の内容説明に基

づいて審査の上、無記名投票により課程修了の可否を決定する。 

（学位授与の時期） 

第８条 前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は、原則として次のとおりとする。 

(1) 博士 

イ 標準修業年限内に合格した者（ロに規定する者を除く。） 第４学年末の定められた日。

ただし、本研究科長が特別な事由があると認めた場合には、 

ロ 学則第１２条第４項ただし書の規定により合格した者 第３学年末の定められた日。た

だし、第４学年で合格した者については合格した日 

ハ その他の者 合格した日 

(2) 修士 

イ 標準修業年限内に合格した者（ロに規定する者を除く。） 第２学年末の定められた日。

ただし、本研究科長が特別な事由があると認めた場合には、本研究科教授会の議を経て、

合格した日とすることができる。 

ロ 学則第１１条ただし書の規定により合格した者 第１学年末の定められた日。ただし、

第２学年で合格した者については合格した日 

ハ その他の者 合格した日 

第３章 論文提出に係る学位審査 

（学位請求の資格要件） 

第９条 規則第６条第２項の規定により論文を提出して学位を請求することのできる者は、次の

各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 本研究科博士課程に４年以上在学し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた後退学した者 

(2) 本研究科（徳島大学大学院医科学教育部及び徳島大学大学院医学研究科（昭和３０年設置

の研究科をいう。）を含む。）、徳島大学医学部医学科（徳島大学病院の医科診療部門、中

央診療施設等（総合歯科診療部及び高次歯科診療部を除く。）、医学部・歯学部附属病院の

医科診療部門、中央診療施設等（総合歯科診療部及び高次歯科診療部を除く。）及び徳島大

学医学部附属病院並びに医学部附属教育研究施設を含む。以下「本学部医学科」という。）

又は徳島大学先端酵素学研究所（基幹研究部門（病態システム酵素学分野、神経変性病態学

分野及び蛋白質発現分野に限る。）及び重点研究部門（免疫病態学分野、ゲノム制御学分野、

生体機能学分野、免疫アレルギー学分野及び免疫系発生学分野に限る。）並びに次世代酵素

学研究領域及びプロテオゲノム研究領域に限り、徳島大学分子酵素学研究センター及び疾患

酵素学研究センター並びに徳島大学ゲノム機能研究センター、疾患ゲノム研究センター及び

疾患プロテオゲノム研究センターを含む。以下「先端酵素学研究所」という。）における研
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究歴期間が、別表第１に掲げる研究歴期間（研究歴の算定は、別表第２による。以下同じ。）

を満たしている者 

(3) 前２号のほか、別表第１に掲げる研究歴期間を有し、論文提出時に現に本研究科、本学部

医学科又は先端酵素学研究所に引き続き１年以上（別表第２第５号、第７号又は第９号に該

当する者については、この期間を含め通算４年以上。）在籍し、その期間内に論文又は参考

論文１編以上を有する者 

(4) その他本研究科において、学位請求資格を有すると認めた者 

（資格予備審査） 

第１０条 学位を請求する者のうち資格について本研究科教授会の認定を要するものは、徳島大

学大学院医学研究科教育・研究委員会の審査を経るものとする。 

（論文提出の手続） 

第１１条 学位を請求しようとする者は、次の各号に掲げる書類等を本研究科長に提出するもの

とする。ただし、第３号から第８号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付

するものとし、第１０号及び第１１号の書類等については、本学部医学科（徳島医科大学及び

徳島医学専門学校を含む。）及び徳島大学医学部医科栄養学科（徳島大学医学部栄養学科を含

む。以下「本学部医科栄養学科」という。）の卒業者及び在職者並びに先端酵素学研究所の在

職者は、提出を要しない。 

(1) 学位申請書 （様式(3)） １部 

(2) 学位申請調書 （様式(4)） １部 

(3) 履歴書 （様式(5)） １部 

(4) 研究内容報告書 （様式(6)）和文１，０００字～１，５００字程度 １部 

(5) 業績目録 （様式(7)） １部 

(6) 論文 １部 

(7) 論文内容要旨 （様式(8)）和文１，０００字～１，５００字程度 １部 

(8) 参考論文のあるときは、当該論文（学術雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えるこ

と。） 各１部 

(9) 共著者の承諾書 （様式(9)） 各１部 

(10) 卒業証書写（原本を提示すること。）又は卒業証明書 １部 

(11) 写真（手札型、脱帽、上半身、最近６月以内に撮影したものとする。） １枚 

(12) 研究歴に関する証明書（別表第２第４号から第９号までの該当者に限る。）各機関 各

１部 

(13) 試問科目選択書 （様式(10)） １部 

(14) 学位論文審査手数料 

(15) 誓約書 （様式(14)） 
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（論文の条件） 

第１２条 論文提出に係る学位審査の場合の論文の条件については、第４条の規定を準用する。 

（資格審査、第１次審査及び審査委員の選出） 

第１３条 論文が受理されたときは、本研究科長は、次回定例本研究科教授会に付議し、履歴書、

研究内容報告書、業績目録、論文及び論文内容要旨を席上で配布し、論文の作成に対する指導

に当たった教授（以下「指導教授」という。）に論文等の内容について説明を求めるものとす

る。ただし、資格審査を行う必要のある者については、資格審査を行った上で、指導教授に説

明を求めるものとする。 

２ 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、無記名投票により審査委員を選出する。ただし、

指導教授を審査委員に選出することはできない。 

（論文の審査等） 

第１４条 審査委員は、第１次審査終了後当該論文の審査及び試問を公開で行い、その結果を論

文審査の結果の要旨（様式(11)）及び試問結果報告書（様式(13)）により本研究科長に報告す

るものとする。 

２ 指導教授及び指導教員は、審査委員の求めに応じて前項の審査に出席し、意見を述べること

ができる。 

（第２次審査） 

第１５条 本研究科長は、論文審査の結果の要旨及び試問結果報告書をあらかじめ本研究科教授

会構成員全員に配布し、原則として次回定例本研究科教授会に付議し、審査委員の内容説明に

基づいて審査の上、無記名投票により合否を決定する。 

（学位授与の時期） 

第１６条 前条の規定による第２次審査の合格者に対する学位授与の時期は、合格した日とする。 

第４章 雑則 

（実施細目） 

第１７条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な細目は、その都度本研究科教授

会が定める。 

附 則 

この細則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月２７日改正） 

この細則は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成１８年４月１日改正） 

この細則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２２日改正） 

この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２０年３月２１日改正） 

この細則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月４日改正） 

この細則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２１日改正） 

この細則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１９日改正） 

１ この細則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 本学部医学科又は本学部栄養学科の専攻生として主任教授又は教授の指導を受け、研究に従

事した期間を有する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年３月１８日改正） 

この細則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１９日改正） 

この細則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月７日改正） 

この細則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年２月２８日改正） 

この細則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１８日改正） 

この細則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１６日改正） 

１ この細則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 徳島大学大学院医科学教育部博士課程に令和３年度以前に入学した者で、４年以上在学し、

３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者については、改正後の第

９条第１項第１号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この細則は、令和７年１１月２７日から施行する。 

 

別表第１ 

学歴区分 卒業後の研究歴期間 

基礎医学 臨床医学 

(1) 大学の医学を履修する課程又は医学専門学校を卒業した者 ７年以上（５年

以上） 

８年以上（６

年以上） 
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(2) 大学の歯学若しくは修業年限６年の薬学若しくは獣医学を履

修する課程又は歯科医学専門学校を卒業した者 

８年以上（６年

以上） 

９年以上（７

年以上） 

(3) 大学の理科系の課程（前２号に掲げるものを除く。）又は理

科系の旧制の専門学校を卒業した者 

１０年以上（８

年以上） 

１１年以上

（９年以上） 

(4) 大学の文科系の課程又は文化系の旧制の専門学校を卒業した

者 

１２年以上（１

０年以上） 

１３年以上

（１１年以

上） 

(5) 前各号のいずれにも該当しない者 その都度研究科教授会におい

て定める。 

注 第１号から第４号までの卒業後の研究歴期間の欄中、上段は同号の学歴区分の欄に掲げる

大学の課程等を平成１１年度以降に卒業した者、下段（ ）内は同号の学歴区分の欄に掲げ

る大学の課程等を平成１０年度以前に卒業した者（以下「平成１０年度以前の卒業者」とい

う。）に必要な卒業後の研究歴期間を示す。 

別表第２ 

研究期間 研究歴として認められる期間 

(1) 本研究科に在学した期間のうち、標準修業年限以下

の期間 

(2) 本学部医学科、大学院医歯薬学研究部医学系分野及

び先端酵素学研究所において、専任教員又はこれに準ず

る者として研究に従事した期間 

(3) 本学部医学科研究生、本研究科研究生又は先端酵素

学研究所研究生として主任教授の指導を受け、研究に従

事した期間 

全期間 

ただし、研究に従事していた期間が、

基礎医学及び臨床医学にわたる場合

は、基礎医学における期間に７分の８

（平成１０年度以前の卒業者にあって

は５分の６）を、臨床医学における期

間に８分の７（平成１０年度以前の卒

業者にあっては６分の５）を乗じて得

た期間をそれぞれ臨床医学又は基礎医

学の研究に従事した期間に併算する。 

(4) 本学大学院の他の研究科又は教育部に在学した期間

のうち、標準修業年限以下の期間 

(5) 他大学大学院の理科系の研究科に在学した期間のう

ち、標準修業年限以下の期間 

(6) 本学部医科栄養学科若しくは徳島大学歯学部歯学科

（徳島大学病院の歯科診療部門、総合歯科診療部及び高

次歯科診療部、医学部・歯学部附属病院の歯科診療部門、

総合歯科診療部及び高次歯科診療部並びに徳島大学歯

提出論文に関連のある研究に従事した

期間について本研究科教授会の議を経

て認めることができる。 
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学部附属病院を含む。）又は他大学の医学、歯学、薬学

若しくは獣医学を履修する課程（当該課程に関連のある

附属病院及び附属教育研究施設を含む。以下同じ。）若

しくはこれらに関連のある附置研究所において、専任教

員又はこれに準ずる者として研究に従事した期間 

(7) 大学の理科系の課程（第２号及び前号に掲げるもの

を除く。）又はこれに関連のある附置研究所において専

任教員又はこれに準ずる者として研究に従事した期間 

(8) 本学部医科栄養学科研究生、徳島大学医学部保健学

科研究生、徳島大学歯学部研究生、徳島大学薬学部研究

生、徳島大学大学院口腔科学研究科研究生、徳島大学大

学院薬学研究科研究生、徳島大学大学院医科栄養学研究

科研究生若しくは徳島大学大学院保健科学研究科研究

生又は他大学の医学、歯学若しくは修業年限６年の薬学

若しくは獣医学を履修する課程若しくはこれらを基礎

とする大学院の研究生等として教授の指導を受け、研究

に従事した期間 

(9) 前各号に該当しない研究機関において研究に従事し

た期間 

イ 本研究科教授会構成員からの委託

を受けて研究に従事した期間につい

ては、本研究科教授会の議を経て認

めることができる。 

ロ その他については、提出論文に関

連のある研究に従事した期間につい

て本研究科教授会の議を経て認める

場合がある。 

(10) 実地修練期間 算入しない。 
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様式(１) 

様式(２) 

様式(３) 

様式(４) 

様式(５) 

様式(６) 

様式(７) 

様式(８) 

様式(９) 

様式(１０) 

様式(１１) 

様式(１２) 

様式(１３) 

様式(１４) 
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授業・成績評価に関する申合せ 

 

（平成２０年４月２４日決定） 

（平成２１年３月１９日改正） 

大学院医学研究科 

 

１ 出席回数は開講時間数の３分の２を要する。 

２ 出席回数にはｅ－ラーニングによる受講も含めることが出来る。 

３ 出席回数の積算は連続２年間分とする。 

  （コアセミナー，先端医学特論，専門科目は除く。） 

  ただし，ｅ－ラーニング開講科目（生命倫理入門，臨床心理学，社会医学・疫学・医

学統計入門，英語論文作成入門，心身健康と環境ストレス，臨床医学概論（臨床医科学

入門），生命科学の研究手法）については，当該年度のみとし，複数年受講による積算は

行わない。 

４ 成績評価は，出席回数のみではなく，試験，レポート等を実施し，総合的に評価する。 
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レポート盗用等の禁止に関する申合せ 
 
 

平成２４年７月２６日 
医学研究科委員会・医科学 

教育部教授会承認 
 
 

大学院授業で提出されたレポートが，他者の作成したレポートを盗用した 

ものと判明した場合，次のとおり処分する。 

 

 

１.原則として，レポート作成者及びそれにかかわった者について，当該授業

の評価を「評価なし」とする。 

 

２.これをもって授業科目の成績を取り消すことはしない。 

 
  

99 / 121



 

100 / 121



   医学研究科における学修成果等の評価に対する学生からの異議申立てに対する対応についての申合せ 

 

                            平成３１年 ２月 ６日 

大学院医科学教育部教授会 

  

 成績評価の正確性を担保するため、医学研究科学生からの学修成果等の評価に関する申し立てがあった場合つい

て、下記のとおり対応する。 

 

１．成績評価担当教員及び第一教務係（大学院担当）による受付並びに訂正  

  学修成果等の評価について疑義がある場合、学生は、評価が開示された日から一週間以内に、成績評価担当教

員又は第一教務係（大学院担当）（以下、「教務係」という。）に様式１を添えて申し出なければならない。学生か

ら教務係に申し出があった場合、教務係は成績評価担当教員に報告し、確認を依頼する。成績評価担当教員は、

学生の答案、レポート等の学修成果資料、教務係に提出した成績資料、学生の成績表の確認を行い、成績の訂正

等の必要が生じた場合は、教務係へ様式２をもって報告する。教務係は、成績評価担当教員の報告に基づいて成

績データをチェックし、成績の訂正等の措置について様式２に記載して残すこととする。 

 

２．教育・研究委員会委員による相談 

  学修成果等の評価の疑義に関する問題が成績評価担当教員との協議では解消しない場合は、再度、異議申立て

が可能であるため、学生は改めて、教務係に様式１を提出する。教務係は教育・研究委員会委員に報告し、報告

を受けた教育・研究委員会委員が相談と調整を行う。ただし、成績評価担当教員が教育・研究委員会委員である

場合は、研究科長がこれを代行する。教育・研究委員会委員（研究科長）は、成績評価担当教員及び学生の双方

から事情を聴取し、事実確認及び対応方針を決定し、解決を図る。成績の訂正等の必要が生じた場合は、教務係

へ経緯記録とともに様式２をもって報告する。 

 

３．教育・研究委員会による決定 

  前項でなお解決しない場合は、教育・研究委員会委員（研究科長）は教育・研究委員 

 会に諮り、問題解決のための審議を通じて対応を決定する。この場合の経過は、教育・ 

研究委員会の記録として保管することとする。成績の訂正等の必要が生じた場合は、教務係へ経過記録とともに

様式２をもって報告することとする。 

 

４．成績評価等に対する異議申立てに対する回答 

 第１項から第３項までの対応について、教務係は、教育・研究委員会及び研究科長に報告を行う。報告を受けた

研究科長は、様式３により学生への回答を行う。 

 

５．異議申立書の再提出 

 学生は、様式３による内容に不服がある場合は、回答日から１週間以内に、様式１により異議申立てを教務係に

再度提出することができる。教務係は学生から再度様式１を受理したとき、教育・研究委員会二通知し、本委員会

による医検証及び対応した結果研究科長に報告する。研究科長は様式３により回答を行う。 
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６．上記の措置において、問題等が生じた場合は研究科長と協議することとする。 

 

 附 則 

この申合せは、令和元年１２月２６日から施行する。 

 附 則 

この申合せは、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則 

この申合せは、令和８年４月１日から施行する。 
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様式１ 

 

異議申立て番号：           

年   月   日 

 

 

 

 

学修成果等の評価に対する異議申立書 

  

 

医学研究科長 殿 

 

専攻名： 

学生番号： 

氏名：(自署) 

 

私は、私の成績等に関して、以下のように異議申立てを行います。 

 

 

申立ての内容及び理由 

授業科目名：         

担当教員名：        

 

申立て事項 
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様式２ 

提出日  年  月  日 

 

医学研究科〔      専攻〕 成績訂正用紙 

 

授業科目  担当教員 印 

試 験 日 
年 月 日 本試･再試

(該当するものに○をつける) 追試 

訂 正 前

成績評価日 

年 月 日 

 

  〔       専攻〕 

学 生 番 号 学年 氏 名 
成 績 

訂 正 理 由 

訂正前 訂正後 
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様式３ 

 

 

異議申立て番号：           

年   月   日 

 

 

 

学修成果等の評価に対する異議申立てに対する回答書 

  

 

学生番号 ●●●●●●●●●● 

△△ △△ 殿 

 

医学研究科長 

 

 

年  月  日付けの貴殿からの異議申立てについて、以下のとおり決定しましたの

で、回答します。 

 

 

回答内容 

授業科目名：         

回答欄 

 

 

 

 

 

 

記入日：  年  月  日 

記入者（担当教員）名：          

 

 

医学研究科教育・研究委員会  年  月  日 審議済  
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徳島大学大学院医学研究科医科学専攻（修士課程）学位論文審査基準 

 
   
  修士の学位論文は，次に掲げる項目を考慮のうえ審査するものとし，審査対象者が医学分野の

高度専門職業人及び研究者として，医学に関する幅広い知識・技能に裏付けられた実践力を身に

つけ，医科学・医療の学際的融合領域を推進するための研究能力と先進的思考力を備えていると

認められる場合に合格とする。 
   
 ① 研究テーマ及び問題設定に独創性や新規性があると認められること 
 ② 問題設定に対してふさわしい研究方法を実践し，それまでの展開を踏まえて論理的且つ明確

に結論が導出されていること 
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徳島大学大学院医学研究科医学専攻（博士課程）学位論文審査基準 

 
   
  博士の学位論文は，次に掲げる項目を考慮のうえ審査するものとし，審査対象者が医学分野に

おいて最先端の専門的知識と高度な技術を備え，自立して研究活動を行うことができ，最先端研

究を行える研究者及び世界で活躍する医療関係従事者たるに必要な高度の研究能力及びその基

礎となる豊かな学識を有していると認められる場合に合格とする。 

 
  ① 研究テーマ及び問題設定に独創性や新規性があると認められること 
  ② 問題設定に対してふさわしい研究方法を実践し，それまでの展開を踏まえて論理的且つ 

明確に結論が導出されていること 
  ③ 得られた結論等に社会や当該研究領域の発展に貢献する高い学術的価値が認められること 

 
 
 

徳島大学大学院医学研究科医学専攻（博士課程）学位論文提出基準 

課 程 博 士 論 文 博 士 
 

① 博士論文は，発行機関の審査を経て学術雑誌

等に公刊されたものでなければならない。ただし，

提出の日から 1 年以内に公刊予定であることが受

理証明により確認できた場合は，公刊に準じて取

り扱うことができる。 

② 博士論文が共著論文である場合は，提出者が

筆頭著者であり，かつ，共著者の承諾を得たもの

でなければならない。この場合において，当該論

文が過去において博士論文として使用されていな

いものであり，将来においても博士論文として他

に使用しないものであることを要する。 

③ 論文内容要旨 和文 1,000 字～1,500 字程度 

 

 

 

課程博士の基準を準用する 
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徳島大学大学院医学研究科における長期にわたる教育課程の履修に関する規則 

 
                                                             平成１６年３月１日  
                                                             医科学教育部長制定 
 （趣  旨） 
第１条  この規則は，徳島大学大学院学則（以下「学則」という。）第９条の４第２項の規

定に基づき，長期にわたる教育課程の履修（以下「長期履修」という。）に関し必要な

事項を定めるものとする。 
 （資  格） 
第２条  修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修できる者（以下「長

期履修学生」という。）は次の各号の一に該当する者とする。 
  （１）職業を有する者で，かつ，所属長の承諾を得た者 
  （２）その他研究科長が特に必要と認める者 
 （長期履修の期間） 
第３条 教育課程の長期履修できる期間は，学則第５条に規定する在学期間以内とする。 
２  長期履修学生が在学中，長期履修学生として認められた期間の変更をする場合は，学長

に願い出て，その許可を得なければならない。 
 （教育課程の編成） 
第４条  長期履修学生に係る教育課程の編成は，医学研究科が定めた履修基準を弾力的に運

用するものとし，長期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。 
 （履修登録単位数の上限） 
第５条  長期履修学生が履修科目として登録することが出来る単位数は，別に定める。 
 （申請手続） 
第６条  長期履修を希望する者は，所定の申請書を次の各号に定める日に，学長に提出しな

ければならない。 
   （１）新入生は，入学手続きの日 
   （２）在学生は，別に定める日 
 （審査） 
第７条 審査は，医学研究科において，申請書類及び面談により行うものとする。 
２  研究科長は，医学研究科教授会の議を経て，学長に申請するものとする。  
 （雑則） 
第８条 この規則に定めるもののほか，長期履修に関し必要な事項は，研究科教授会の議を

経て，研究科長が別に定める。 
    附  則 
   この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附  則 

   この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

  附  則 

   この規則は，令和４年４月１日から施行する。 
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専門科目

共通カリキュラム

【必須】 生命倫理概論 BIOE6000/
プロテオミクス概論 BAMD6003
臨床医学概論CIMS6000

【選択】
臨床心理学 CPSY6000/社会医学，疫学・医学統計概論 STSC6000/
英語論文作成法 MEEG6000/宇宙と栄養・医学概論 SPNM6000/
生命科学の研究手法 BAMD6001/臨床薬理学概論 BAMD6002/
医療系分野における知的財産学概論 MEIN6000/
ヒューマンサイエンス（形態と機能）BISC6000/
ゲノム創薬特論 BAMD6004/
生命科学コミュニケーション特論 HUCO6000

知識 技能
倫理性・
社会性

実践力・
思考力

【必須】 ヒューマンサイエンス（病理病態学）BAMD6005/

【選択】 プロテオミクス医科学特論 BAMD6007/
発生・分化・再生医学特論 BISC6001

医学研究科修士課程カリキュラムマップ

課 題 探 究 演 習 MESC6900

メディカルサイエンス特別研究 MESC6901

ディプロマ・ポリシー
１．知識

医学以外の多様な専門性を持つ学生の個性を活かすとともに，体系的，統合的に基礎医学から先端医学まで幅広い知識を身に
つけている。

２．技能
生命科学の研究手技，技能を理解し，先端的知見を得るための技術を修得して国際展開するための能力を有する。

３．倫理性・社会性
医学分野の高度専門職業人及び研究者として，生命倫理を尊重し，医学教育研究に熱意を持ち，進歩する高度先進医療に国際

的な視野をもって対応することができる。
４．実践力・思考力

医学に関する幅広い知識，技能に裏付けられた実践力を身につけ，医学・医療の学際的融合領域を推進するための先進的思考力
を備えている。

トランスファラブルスキル修得科目
・生命倫理概論 ・課題探求演習

111 / 121



専門科目

指定科目共通カリキュラム科目

【必須】生命倫理概論 BIOE6000/ 
臨床医科学概論 CIMS6000

【選択】臨床心理学 CPSY6000/
社会医学・疫学・医学統計概論 STSC6000/
英語論文作成法 MEEG6000/
生命科学の研究手法 BAMD6001/
医療系分野における知的財産学概論
MEIN6000/
微生物・免疫学実習 BAND6800 /
臨床腫瘍学概論 ONCL6000/
生命科学コミュニケーション特論HUCO6000

統合コアセミナー
MESC7000/

クラスター

コアセミナー
MESC7001/

先端医学特論
MESC7900

学識
技術・
展開力

倫理性・
社会性

リーダー
力

医学研究科博士課程カリキュラムマップ

医 学 課 題 演 習 MESC7901

ディプロマ・ポリシー
１．学識

最先端の医学・生命医科学の研究活動に必要な高度の研究能力と医療の高度化に寄与しうる高い専門知識と豊
かな学識を身につけている。

２．技術・展開力
最先端の専門的知識・高度な技術を備えるとともに，広範な応用力，洞察力，創造力を身につけ，国際的に活

躍できる技術とその展開力を備えている。また、生涯にわたって自己研鑽する態度を身につけている。
３．倫理性・社会性

最先端研究を行える研究者及び地域と世界で活躍する医療関係従事者として，生命倫理を第一義に，深い探求
心と情熱を持ち，地域や国を越えて社会貢献する意志と意欲を身につけている。

４．リーダー力
医学の進歩と社会福祉の向上に寄与するため，幅広い学識と高度な研究能力に基づき，先進的で個性的な研究

を推進，結実させ，未来を指し示すリーダー力を備えている。

専門科目 専門演習
実験実習・
研究実習

トランスファラブルスキル修得科目
・生命倫理概論 ・医学課題演習
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徳島大学大学院研究指導計画書（例示） 

令和  年  月  日 

研究科 課程 専攻 

学生番号 学生氏名 

主指導教員名 

副指導教員名 

アドバイザー教員名

本学生に関して，標準修了年限（○年）による修了（修了予定年月日：〇〇年〇〇月）を目指し，〇〇研究

遂行及び学位論文の作成にかかる研究指導を行う。 
（何年間で修了する予定なのかを示す（特別な事情がない場合には標準修了年限）。早期修了や長期履修，留学が予定されている場

合には文章を変える。また，ダブル・ディグリ，ジョイント・ディグリ等の学生であれば，此処に記述しておく。） 

本学生に対する直接の研究指導は副指導教員が担当し，主指導教員は全体を統括する。 
（副指導教員が直接的に研究指導を行う場合（主指導教員になれない助教や研究科外の教員等の場合）には，上記のような文章を記

述しておく。） 

本学生の研究計画は 

１年次前期 

研究内容にかかる基礎的な学習 

研究テーマの決定 

研究室ゼミ，文献輪読（原則週 1 回） 

１年次後期 

研究（実験実施等によるデータ蓄積）実施 

中間発表（○月頃開催） 

研究室ゼミ，文献輪読（原則週 1 回） 

…          … 

○年次前期

研究（実験実施等によるデータ蓄積）実施 

学会発表等 

研究室ゼミ，文献輪読（原則週 1 回） 

○年次後期

研究実施（実験データの追加等） 

学会発表等 

研究室ゼミ，文献輪読（原則週 1 回） 

学位論文作成 

学位論文発表会（公聴会） 

のように設定する。ただし，各項目の実施時期は研究進捗状況により適宜調節する。 
（各々の学生に対して詳細に記述する必要はなく，研究室単位で大まかに決まっているスケジュールを記載すれば十分。 

ただし，早期修了や長期履修，留学が予定されているなど学生特有の事情があるのであれば，記載を修正する必要あり。） 

学生の研究指導にあたっては，定期的（通常では毎週）に研究室のゼミを開催し，論文輪読や研究の進捗

状況に関する発表会において，研究分野や関連する分野に関する知識の習得を促すとともに，研究遂行上の

助言，研究の進め方についての助言，指導等を行う。 
（研究室で普通に行なっている研究指導の概要を記載する。学生毎に記載を変える必要はない。ただし，社会人学生などでほとんど来

学しない学生に関しては文章を変更する必要がある。） 

１年次後期に開催される〇〇専攻〇〇コース中間発表においてその時点までの研究内容のまとめを発表，
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指導教員以外の教員からの助言を参考に研究内容の再点検，振返りを促す。 

 

研究成果を学外の学会等で発表することを奨励し，幅広い研究者からの意見を取り入れることで，研究の完

成度を高める方法について指導する。 

 

研究成果をまとめ学術雑誌において発表するため，論文の内容だけでなく，投稿論文の作成，投稿，査読

者との対応など，論文掲載に至るプロセスにおいて適宜指導を行う。 
（課程において学術雑誌論文が必須の場合には，上記のような投稿論文に関する指導の文章が必要） 

 

○年次後期は，全体の研究を学位論文としてまとめるため，学位論文の記載内容，作成方法について指導

する。 

 

研究遂行にあたっては，研究成果の客観性，再現性等が担保できるように，実験ノートの作成，実験データ

の保存などの適正性を確認するとともに，適正でない場合には改善を促す指導を行う。また，普遍的な研究倫

理観を醸成するために APRIN の e-learning 講座の受講等を指導する。 
（研究指導において，研究倫理教育を行うことを必ず記載する。） 

 

また，指導教員の担当授業の TA，研究の RA への参加を推奨し，自己の研究遂行だけでなく，学生の指導

を通じてコミュニケーション能力やリーダーシップ能力の醸成を促す。 
（研究遂行以外の TA, RA の活動を通じて，DP の能力・資質の養成を促すというような記述があるとベター） 

 

（その他，研究指導方針で特に推奨，推進している事柄があれば追加記述する。） 

 

 

 

 

※本計画書は主指導教員が作成し，学務担当係に提出する。 
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徳島大学大学院研究指導報告書（例示） 
令和  年  月  日 

 

     研究科      課程            専攻 

学生番号             学生氏名             

主指導教員名           

副指導教員名           

アドバイザー教員名           

研究題目                                                            
（概況） 
 学生の属性 

… □ダブル・ディグリ・□ジョイント・ディグリ・□留学生・□社会人 
 研究指導期間 

…    年 月〜  年 月，□標準修了年数・□  年 ヶ月  
 副指導教員による直接的な研究指導の割合 

… 約  ％  
 研究内容（テーマ）の設定時期 

…    年次 □前期 □後期  
 研究指導（ゼミ，研究室内発表など）のおおよその頻度 

主指導教員…□毎週 □ 週に一回 □その他（             ）  
副指導教員…□毎週 □ 週に一回 □その他（             ）  

 アドバイザー教員による相談の回数 
…□毎月 □半年毎 □約  回 □約  時間 □その他（             ） 

 専攻・コース等開催の中間発表への参加 
… □参加 □不参加 

 学会等における発表等 
…国内学会発表  回，国際学会発表  回 
主指導教員による発表指導… □有り □無し 
副指導教員による発表指導… □有り □無し 

 学術雑誌への投稿 
…国内雑誌  回，国際雑誌  回 

主指導教員による投稿論文作成指導… □有り □無し 
副指導教員による投稿論文作成指導… □有り □無し 

掲載論文数…国内雑誌  件，国際雑誌  件 
 学位論文作成 

作成開始時期…    年 月頃 
主指導教員による作成指導… □有り □無し 
副指導教員による作成指導… □有り □無し 

 研究遂行に関する研究倫理の指導状況 
指導教員による指導… □有り □無し 

 研究ノート，実験ノート等の作成状況確認 
… □確認した □確認していない 

 実験・研究データの保存等確認 
… □確認した □確認していない 

 剽窃防止ソフトによる論文の検査確認 
… □確認した □確認していない 

 APRIN の e-learning 講座の受講 
… □受講 □未受講 

 ティーチング・アシスタント活動状況 
… ▢有り ▢無し 

 リサーチ・アシスタント活動状況 
                                                               … ▢有り ▢無し 

こちらは必須項目から除いても構いません。 

教務システムのデータを 

自動的に反映させます。 
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（教員による所見等） 
（研究指導や研究遂行上の相談において，特に記述すべき事柄があれば此処に記載する。 
例えば，学生が留学や病気療養などで〇〇年〇〇月〜〇〇年〇〇月まで休学していた（もしくは，実質的に研究ができない状況だ

った）とか，いつ記載したのかがわかるよう年月日を付記すること。） 
主指導教員 
 
 
 
 
 
副指導教員 
 
 
 
 
 
アドバイザー教員 
 
 
 
 
 

 
（学生による所見等） 

（指導された学生の意見等があれば，此処に記載する。必ず記載を求めるものではない。記載しない場合には「特に無し」） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本報告書は教員及び学生が相互に記入し，主指導教員が各年次の終了時（修了年次においては学位審

査時）に学務担当係に提出する。 
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研究活動におけるチェックリスト 

 
 
 
大学院医学研究科（修士・博士）課程での研究活動において以下のチェック

リストを全て確認しました。 
 
 
 
 
チェックした日時   年  月  日 
 
 
 
署名   
 
 
 
1）私本人が直接関わったデータ取得、保存、解析処理、判断、解釈、論文に
おける記述、議論について 
 
 
□ 実験条件、実験結果、解析処理の全ての段階での操作の根拠、結果の判断、

解釈、議論などが実験ノートを中心に第三者が確認可能なように適切に記録
されている。 
 
 

□ 実験ノートを元に研究進行の適切さについて指導者の確認を得ている。 
 
 
2） 共同研究者が直接関わったデータ取得、保存、解析処理、判断、解釈、論
文における記述、議論について 
 
 
□ 実験、論文作成が適切に行われたことの確認を得ている。 
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※平成３１年１月１日以降に学位申請する学生について適用する（修士課程）

※平成３０年１０月１日以降に学位申請する学生について適用する（博士課程）

基準日（10/1） 基準日（10/1）

■研究活動におけるチェックリストの作成及び提出について

②作成したチェックリストを各分野で学位申請時まで保管する

③学位申請時に他の書類と一緒に提出する

④毎年作成日(10/1）において，前一年間，休学している場合は免除する

１年間休学（研究活動なし）
↓

チェックリスト作成免除

①毎年，原則１０月１日を基準に作成する
（秋入学者については，４月１日を基準日とする）
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      海  外  渡  航  届
            Temporary Leave Notification for Traveling Abroad

⼊⼒必須
選択⼊⼒
該当時⼊⼒ Year Month Day

⽇付 Date︓ 年 ⽉ ⽇
学部⻑・研究科⻑ 殿
To the Dean

Student Number

所属学部・研究科

Name

国・地域名 都市名

Country/Region:  City:

 From Year Month Day To Year Month Day

      年 ⽉ ⽇ 〜 年 ⽉ ⽇

□ ⼀時帰国（外国⼈留学⽣のみ）Temporary Leave for Your Home Country (Only for International Students)

旅券番号 No.

保険会社名
Insurance Company

（    ）

（    ）

 実習名 Training Title

 実習先 Training Site

年 Year ⽉ Month ⽇ Day

※このシートを参考に
して記⼊ください。

□ 帰国後3週間以内に病院等での臨床実習・臨地実習は予定されていない。
Training at hospital is not scheduled within 3 weeks after returning to Japan.

◆ 提出後に変更事項があった場合には、提出先に連絡して修正してください。
Please make sure to inform of your department to revise it in case of changing your schedule after submitting this notification.

◆ この届に記⼊された個⼈情報等は適切に取扱い、海外渡航における安全管理・対応業務のみに使⽤します。
Personal information that you filled out will not be used for any purposes except safety managemant on going abroad.

帰国後の実習等
Training After Returning to Japan

□ 帰国後3週間以内に病院等での臨床実習・臨地実習（注）が予定されている。
Training at hospital is scheduled within 3 weeks after returning to Japan.

（該当項⽬を■に変えて、必要
事項がある場合は記⼊してくだ
さい。（病院で実習を受ける予
定の学⽣のみ）） (Only for
trainees at hospital) Please change "■
" in the item "□" and fill in the blanks
if necessary

診療科等 Department︓
 実習開始⽇ Start Date of Your Training︓

（注）徳島⼤学病院、学外病院での臨床実習や事業所等での臨地実習、また、医学科３年⽣での医学研究実習（研究室配属）で病院への⽴⼊を⾏う場合も該当します。

確認事項
Confirmation

（⽇本⼈のみ）Only for Japanese（該当項⽬を■に変えてください。） 

□ たびレジへの登録（海外滞在3ヶ⽉未満の場合） □ 在留届の提出（海外滞在3ヶ⽉以上の場合）

渡航先の海外危険情報
Overseas Safety Level

（確認の上、■に変えてください。）
Please change "■" in the item "□" after confirming.

□ 外務省「海外安全情報」の渡航国・地域別の危険情報が発出されていない、若しくは
危険レベルが１以下であることを確認し、渡航及び滞在については特別な注意を払いま
す。 I have confirmed that the Overseas Safety Level by the Ministry of Foreign Affairs is not announced or
Level 1 or less, and  keep in mind to pay special attention to my trip.

⽇本国内
in Japan

TEL & E-mail:

旅⾏会社（該当時）

Travel Agency TEL & E-mail:

海外旅⾏保険
Travel Insurance

⽀店名 Branch

電話番号 TEL

渡航中の緊急時連絡先等
Contact Information in

Case of Emergency

Eメールアドレス  Your E-mail Address

国際通話が可能な携帯電話を所持する場合の番号
A mobile phone number available for international calls

 （本⼈ ・ 同⾏者）
Yours / A companion's

連絡者⽒名・続柄 Contact Person & Relationship:

会社名 （⽀店名）Agency's Name (Branch) :

（該当項⽬を■に変えてください。） □ 観光 Sightseeing □ その他 Others︓

パスポート
Passport

査証（ビザ）の種類
（該当者のみ） Visa Status

渡航期間
Travel Period

渡航⽬的
Purpose

□ 留学・語学研修（休学する場合も含む）） Studying Abroad □ 学会・会議等出席 Conference

□ 研究・調査 Research and Surveys □ インターンシップ Internship

□ ボランティア Volunteer

下記のとおり渡航しますので、届出します。 I notify to go abroad as follows.

渡航先
Destination

※ 渡航先が複数ある場合は裏⾯に詳細を記載してください。 When there are a plurality of destinations, please fill in the details on the back.

学⽣番号

Department

⽒   名
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※渡航先が複数ある場合に記⼊してください。 Please fill in the details below when there are a plurality of destinations.

/     〜    /

（裏⾯ Back Side）

/     〜    /

/     〜    /

/     〜    /

/     〜    /渡航⽇程
Schedule

期間 Period（⽉ mm/⽇ dd） 訪問国
Nations

訪問機関 ・滞在地
Visit Institutions/Lodgings

滞在中の連絡先 TEL / E-mail

/     〜    /

/     〜    /

/     〜   /

/     〜   /

/     〜    /

120 / 121



◎主指導教員 

〇副指導教員 

★アドバイザー教員 

が，それぞれの 

立場から「徳島 

大学大学院研 

究指導ガイド 

ライン」，「大学

院医学研究科 

医学専攻博士 

研究指導方針」 

に沿って， 

組織的・継続的 

に指導・助言 

＜大学院医学研究科博士課程 入学から学位取得まで＞ 

医学研究科博士課程を標準修業年限４年間で修了する場合について示しています。 

※10 月入学の場合，表記の 4 月を 10 月に，10月を 4 月に読み替えてください。

             

            

4月 新入生オリエンテーション 

◎動物実験講習会（該当者）

◎遺伝子組換え実験従事者安全取扱講習会（該当者）

10月 「研究活動におけるチェックリスト」提出 

１年次修了時 教務システムから「研究指導報告書」を報告 

毎年 10月 「研究活動におけるチェックリスト」提出 

毎年次修了時 教務システムから「研究指導計画書・報告書」を報告 

学位申請 

学位論文審査及び最終試験 

第一次審査 

第二次審査 

学位授与 

学位申請までに 30 単

位以上取得 

指導体制 １年次 

２年次以降 

公開で論文審査・最終試験を

実施 

APRIN e ラーニングプログラム（研

究倫理教育）を必ず受講 

学位申請までに専攻公開ゼミで発

表，ルーブリック評価をうける 

４年次 12月以降 

４年次 3月 

★3 月 23 日付修了の場合の目安★

12～１月下旬までに学位申請

２月 第一次審査 

第二次審査 

3 月 23 日 修了・学位記授与 

※3 月 23 日は徳島大学の卒業式

の日です

※早期修了や 4 年を超えて在籍する場合，申請時期

が異なります
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